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午前10時00分開議 

○議長（工藤 安雄君）  議員及び市長初め、執行部各位には、本日もよろしくお願い申し上げま

す。 

 ただいまの出席議員数は２１人です。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開

きます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長、各部長及び関係課長の出席を求めています。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第２号により行います。 

────────────・────・──────────── 

一般質問   

○議長（工藤 安雄君）  日程第１、一般質問を行います。 

 質問者の持ち時間は、質問、答弁を含め、１人１時間以内となっております。 

 質問者、答弁者とも簡潔に、また節度ある発言をお願いいたします。 

 それでは、通告制となっておりますので、順次質問を許可します。 

 まず、１２番、佐藤郁夫君の質問を許可します。佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  おはようございます。連日お疲れでございます。１２番、佐藤

郁夫です。議長の許可をいただきましたので、通告に基づき、大きく３点ほど一般質問をさせて
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いただきます。 

 今回は、トップバッターとなりました。国では、突然の解散で衆議院選挙もあっております。

国の行く末も大変心配になりますが、我が由布市も少子高齢化を初め、地域の課題が山積してお

ります。今、対策を立てて、即事業実施をしなければ、地域の未来が危ぶまれる。 

 そこで、早速でありますが、１点目の過疎地域自立促進対策についてでありますが、庄内地域

は昭和４５年以降、過疎地域の指定を受けまして、地域自立のための事業をさまざまこれまでし

てきたが、現状はどうなのかということで、次の１１項目につきましてお尋ねをいたします。 

 １点目、これまでの過疎地域自立促進対策は、地域にどのような効果をもたらしてきたのか。 

 ２点目、新市建設計画の中で、地域の均衡ある発展とあるが、過疎地域がどのように発展して

きたのかお尋ねをします。 

 ３点目、交流人口増による地域づくりをするとあるが、その実態はどうなのか教えてください。 

 ４点目、地域を支える原動力となる若者など、生産年齢層の定住を図る施策とはどういうこと

だったのか。 

 ５点目、農業就業人口の減少対策として具体的にどのようなことをしてきたのかお尋ねをしま

す。 

 ６点目、地域に内在する産業の活性化対策と、新たな付加価値を有する産業の創出はできてき

たのでしょうか。 

 ７点目、新しい発想のできる人材の発掘はできたのでしょうか。 

 ８点目、国が推奨しているＰＦＩ方式で、子育て世代向けの分譲地、分譲住宅をつくることは

できないのか。 

 ９点目、県も奨励している、廃校を活用し、高校、専門学校、大学等と提携し、市内の農産物

を利用した調理専門学校等の誘致はできないのか。 

 １０点目、地方創生関連法案成立でされました少子化等の対策案を早急に、やっぱり準備して、

早く出すべきではないか、そういうことでお尋ねをします。 

 １１点目、総合計画には、直ちに実行できる少子化対策案を表記すべきと思いますが、どうで

しょうか。 

 次に、２点目の豊後大正ロマン街道構想についてであります。 

 有志の方による地域づくりのテーマとしたいと、本年１月に、豊後大正ロマン街道、大湯鉄道

物語の設立準備委員会が設立され、１０月に小野屋駅を中心に、大湯鉄道１００周年の前夜祭も

行われております。大正時代に建設された大湯鉄道物語を取り組む中で、久大地域、大分、由布、

日田までを、レールと道を通じて夢構想の豊後大正ロマン街道として提唱したいとしております。 

 新たな地域づくりと地域の活性化に取り組む必要があると思いますので、次の２点についてお
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伺いします。 

 １点目、この構想を実現するには、県を初め、市町村の支援や理解が必要であります。市とし

て、この街道の中心地として他の行政機関等への呼びかけや積極的なかかわりをやはりすべきで

はないか、そういうことであります。 

 ２点目、これから策定する総合計画の中での位置づけを検討をしてほしい、そういうことであ

りますので、よろしくお願いします。 

 次に、３点目の花いっぱい運動についてであります。 

 これまで、国道を中心にコスモス等を植えてきましたが、ボランティア活動に従事する方の高

齢化が進んでおります。この運動を継続する必要があると思いますので、次のことについてお伺

いします。 

 １点目、高齢者が中心の団体が多いので、国道まで行く交通手段とお世話していただく方が大

変と聞いております。国道もいいが、植える場所を自宅付近の市道や遊休農地と農道、里道等に

変更する考えはないのでしょうか。 

 ２点目、来年１００年祭を行う予定の大湯鉄道物語事業にあわせまして、線路沿いの農地、空

き地、農道などにコスモスなどの花を植えたらどうかということであります。 

 以上、大きく３点について質問をします。明快な御答弁を簡潔にお願いします。再質問は自席

で行います。よろしくお願いします。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  皆さん、おはようございます。１２月になって、本当に寒くなってまい

りましたが、皆さん、風邪を引かないようにしていただきたいと思います。 

 早速、１２番、佐藤郁夫議員の御質問にお答えをしたいと思います。 

 初めに、過疎地域自立促進対策についてでございますが、議員も御承知のとおり、昭和４５年

に議員立法によりまして、１０年間の時限立法として過疎地域対策緊急措置法が制定されました。

その後、昭和５５年に過疎地域振興特別措置法が制定され、さらに、平成２年に過疎地域活性化

特別措置法が制定され、平成１２年には、現在の過疎地域自立促進特別措置法として制定され、

平成３３年３月末まで期間が延長されている状況であります。 

 このように、４次にわたり議員立法として制定された過疎対策立法のもと、これまで過疎地域

市町村を中心に関係都道府県、国の三者が一体となって、時代に対応した過疎対策に取り組み、

一定の成果を挙げてまいりましたが、過疎地域は公共施設の整備水準等について全国との差がな

お存在するほか、財政状況は厳しく、著しい人口減少と高齢化の進展、将来の維持が危ぶまれる

集落の発生など、さまざまな問題に直面をしております。 

 一方で、過疎地域は安全・安心な食料や水、エネルギーの供給、国土の保全など、国民全体の
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安全・安心な生活を支える重要な公益的機能を有しております。由布市といたしましても、由布

市過疎地域自立促進計画を策定する中で、今日まで地域住民の安心・安全な生活環境の整備とし

て、まず道路網の整備、地域情報通信基盤整備、簡易水道の整備、教育施設の整備、畜産施設の

整備、さらには子育て支援対策、由布市コミュニティバス運行事業、由布コミュニティ事業、農

業就農支援対策、中山間等直接支払交付事業、有害鳥獣捕獲事業等、さまざまな事業にこれまで

取り組んできたところであります。私としては、過疎計画推進については、一定の成果を生み出

してきたものと考えているところであります。 

 次に、豊後大正ロマン街道構想につきましては、議員が述べられたように、民間の方々の発起

により推進されているプロジェクト事業でございますので、基本的には、支援の立場から取り組

んでいるところであります。しかしながら、当初の立ち上げ時から由布市も事業主体の委員会に

参画しておりまして、イベントの実施の際の人的支援、また財源の支援など、必要に応じてその

役割を担っております。 

 特に、財源支援の補助金につきましては、市だけではなく、大分県にもお願いし、一緒になっ

て事業に対する補助を行っているところであります。 

 このような中にあって、議員の御質問の、市として他の行政機関への呼びかけや積極的なかか

わりをすべきではとの質問でございますが、民間主導の実行委員会で進められている事業であり

ますが、事業の目的が地域の活性化であり、市の目指すものと一致しておりますので、市のかか

わりが必要なことについては積極的に行ってまいりたいと考えております。 

 次に、これから策定する総合計画の中での位置づけを検討すべきという点についてであります。 

 構想は、来年の大湯鉄道物語１００周年祭や地域体験ツアー、特産品開発などの事業を通して、

今後の事業展開の方向性を探るようになっておりますので、新総合計画策定のスケジュールの中

で方向性が定まれば、検討してまいりたいと思います。 

 次に、花いっぱい運動についての御質問にお答えをいたします。 

 議員御指摘のとおり、これまで花いっぱい運動を支えてくれた方々の高齢化は、私も認識して

おります。また、心配しているところであります。挾間・湯布院地域については、既にそうであ

りましたが、庄内地域においても、来年度からは国道や県道沿線だけではなく、自宅付近の市道

や農道、里道等、それぞれの状況に応じた場所での花いっぱい運動を展開してまいりたいと思い

ます。 

 また、大湯鉄道物語事業に関しても、協力いただける方々については種子の用意をしたいと考

えております。 

 以上で、私からの答弁を終わりますが、他の質問につきましては、担当部長より答弁をいたし

ます。 
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○議長（工藤 安雄君）  総務部長。 

○総務部長（相馬 尊重君）  総務部長でございます。 

 それでは、議員の御質問に項目ごとに少し詳しくお答えをいたします。 

 まず、これまでの過疎地域自立促進対策は、地域にどのような効果をもたらしてきたのかにつ

いてですが、先ほど市長が答弁しましたように、合併後の過疎計画に沿って環境整備等を行って

きましたので、一定程度の効果を生み出してきたものと考えております。 

 次に、新市建設計画の中で、地域の均衡ある発展とあるが、過疎地域がどのように発展してき

たのかについてですが、新市建設計画は、合併するに当たり新市を建設していくための基本方針

を示しているものでございます。この新市建設計画の考え方に基づき、平成１８年度に新市の総

合計画を策定してきました。総合計画の中で、地域別計画を策定しておりますが、その庄内地域

の計画や過疎計画に沿って計画的に施策を展開してきたところでございます。 

 庄内地域においては、教育環境の整備、子育て支援対策、道路網の整備、農業振興策、情報通

信網の整備等に取り組んできたところでございます。このことにより、生活環境整備が着実に向

上してきているものと考えております。 

 次に、交流人口増による地域づくりをすることとあるが、その実態はどうかということですが、

黒岳の原生林や男池の名水を活用した観光、河川環境を有効活用した城ヶ原オートキャンプ場、

さらには伝統文化を保存・継承する庄内神楽を活用しての定期公演や神楽祭りの開催等に取り組

んできたところでございます。年々、交流者の増加があらわれている状況であると考えておりま

す。 

 次に、地域を支える原動力となる若者などの生産年齢層の定住を図る施策についてですが、平

成１８年度より、地域コミュニティの活性化を図ることを目的とし、由布コミュニティ地域の底

力再生事業に取り組んでおります。庄内地域においても、これまで１６の自治区が取り組みを行

い、地域のリーダーの育成や地域の計画づくりが進展してきたところです。 

 また、移住・定住の促進を図るため、空き家対策として空き家の実態調査や空き家情報の登録、

情報提供に取り組んできております。さらに、安心して物件の購入等が進められるように、仲介

手数料補助金の新設や空き家物件に対するリフォーム補助金の新設を図りながら、定住策に取り

組んでいるところでございます。 

 次に、農業就農人口の減少対策として、具体的にどのようなことをしてきたかですが、新規就

農支援対策の取り組みとして、市全体で平成２１年度から５年間で２１人が就農しております。

うち、庄内地域では１２人が就農しております。特産品の庄内梨を生産する農家の高齢化及び減

少対策として、庄内梨園流動化促進協議会を設立いたしました。現在、新規就農予定者が研修中

でございます。 
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 また、農業就農人口の減少に対応するため、集落営農組織の設立及び法人化の支援も行ってき

たところでございます。平成２６年現在、市内において４４組織が設立され、うち、庄内地域で

は３１組織、農業法人は６法人で、１特定農業団体がそれぞれ活動をしていただいております。 

 次に、地域に内在する産業の活性化対策と新たな付加価値を有する産業の創出はできたかとい

う御質問ですが、庄内地域は梨の産地であり、梨を活用した干し梨、梨のパイ、梨のタルトなど、

新たな１.５次産業として商品開発が進み、また付加価値を持たせた神楽米としての販売にも取

り組んできたところです。また、合併後、新たな地域産業を立地企業として、阿蘇野地域に飲料

製造会社を誘致いたしました。地元雇用はもとより、企業主催のイベントを通して、企業と地元

との触れ合いも生まれ、地場産業としての位置づけも確立されつつあります。 

 次に、新しい発想のできる人材の発掘はできたかということですが、新規就農者と個人農家の

連帯を深めて、栽培技術向上や収入増を図るため、庄内町では、ゆふ野菜塾を開催しています。

塾生による情報交換のほか、市内の旅館や飲食店と農家を結びつける活動を今年から始めた由布

ポタジェがアドバイザーとして加わり、消費者や料理人のニーズを伝えて研究を進めているとこ

ろです。また、有機農業研究グループ、ゆっちまみれの会等も発足し、着実に人材が生まれてき

ているものと考えているところです。 

 次に、国が推奨しているＰＦＩ方式で、子育て世代向けの分譲地、分譲住宅をつくることはで

きないかという御質問ですが、九重町では、町内には民間経営によるアパートが少ないことから、

ＰＦＩ方式による定住促進住宅を建設したと聞いております。 

 議員御提案の子育て世代をターゲットとした分譲地、分譲住宅の建設となると、庄内地域のみ

ならず、市内全体の子育て世代のニーズ等の把握等、市内の分譲住宅の構想がまず先決ではない

かと考えております。 

 次に、県も推奨している廃校を活用し、高校、専門学校、大学等と連携し、市内の農産物を利

用した調理専門学校などの誘致はできないかとの御質問ですが、現在、廃校に当たって、地元意

見要望も踏まえた上で利活用が協議されております。小学校の廃校跡地利用については地元にと

って非常に重要なことですので、将来の利活用について何をどのように進めていくのか、地域の

考え方等を優先して協議を行っていきたいと考えております。議員御提案の調理専門学校の新設

も一つの御提案として受け取らさせていただきたいと思います。 

 次に、地方創生関連法案成立に向けて、少子化対策等の対策案を提案できる準備をすべきとの

御質問ですが、まち・ひと・しごと創生本部会議で、今後目指すべき将来方向と今後の基本戦略

でも若い世代の就労、結婚、子育ての希望の実現が重点項目として位置づけられております。 

 現状では、創生本部からは取り組みに当たっての基本的な考え方が法整備されましたが、具体

的なものはまだ示されておらず、現時点では、創生本部の情報収集を積極的に行っているところ



- 36 - 

でございます。 

 大分県としては、従来の大分県小規模集落対策本部会議を踏襲し、大分県まち・ひと・しごと

創生本部として新組織を立ち上げ、地方創生対策を講じようと考えているようでございます。由

布市としましても、今後、国の動向に注視し、大分県とも連携をとりながら進めてまいりたいと

考えているところでございます。 

 次に、総合計画には、直ちに実行できる少子化対策案を表記すべきということですが、総合計

画では、今後５年先、１０年先を見据えた中長期的計画を作成し、由布市の今後進むべきまちづ

くりの方向性を示すものでございます。御承知のとおり、直ちに実行できる対策については、総

合計画を受けて、向こう３年間の実施計画を同時に策定する予定ですので、この実施計画の中で

施策事業を盛り込んでいきたいと考えるところでございます。また、第２次総合計画策定のプロ

ジェクトのワーキング会議でも、今後検討を行っていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  ありがとうございます。今回、非常に多くのテーマでお伺いす

るということでありますから、順次過疎から行きます。最後のほうでまたお聞きをする部分も、

聞けない部分は次回の一般質問等でさせていただきます。御了承をお願いします。 

 まずもって、明快な御答弁をいただきましたが、非常に抽象的な部分が多いということの中で、

１点目から再質問をさせていただきます。 

 まず、先ほど市長もお答えをしていただきました、この過疎法の再延長ですね、私もちょっと

そういったところの部分もいただいてみまして、平成２４年６月２６日に総務省の地域創造力グ

ループが、うちも延長されまして２７年度までで５年が終わる。で、また、そのかわり再延長と

いう形でされるということで答弁がありましたから、これは間違いなくうちも、過疎計画、また

延長していただくということだろうと思ってますから、それで、総合政策課長、いいんですかね。 

○議長（工藤 安雄君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（溝口 隆信君）  法律に従って、来年度から具体的には見直しにかかる予定にな

ってございます。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  それで私が、本当に地域にどのような効果をもたらしたかとい

うことで問いをすると、合併後、過疎計画で対応をしてきて一定の成果を得たと言いながら、も

う御案内のとおり、これは全国的な問題でございますけれども、人口は減少してるんです。 

 調べてみますと、もう皆さんこういう形をずっとされてまして、議会でもどこでももう人口減

少対策ですね。うちも合併しまして、庄内が当時９,５３８人がおりまして、平成２６年、今年
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３月、９年で８,３０２人ということで、１,２３６人、やっぱり減少してます。 

 この中心がやっぱり２０代から３０代ぐらいまでの生産年齢層という形で、当然これはもう過

疎がとまってないわけでありますから延長していただくんですが。だから、こういうところを見

て、まずもって、市長はどう思ってるのか。私が、前々から言ってますが、今生まれるのは、う

ちが２０人、３０人切ってるんです。庄内ですよ、ほかのところは１００とか、それぞれ、まあ

何とかそういうのが保ってる。だから、今現実にうちが小学校が５校、庄内ですよ、５校あって、

中学校が１校ある。で、二十何人をそれで割ったときに、果たして、今から生まれても６年後、

７年後は、必ずその小学校に行くことになるんです。 

 そういうことを、私なんかは物すごい、非常にその危機感を持って、これは何とかしなきゃい

けないということで現実にそう思ってるんですが、市長はこの現象を、あなたはトップとしてど

う思われてるんか、まずもって聞かせてください。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  思われてるかということでありますが、その思ってる中身は郁夫議員と

全く同じだと、私は思ってます。行政として、そういうものをどのようにしていくかという危機

感もあります。かつては、出産祝い金等々で５０万円等々も出したりしてやった時代もございま

した。しかし、その効果は余りあらわれないままずっと来た記憶がございます。何としてもやっ

ぱり、若者がここに住んで、そしてやっぱり、そこで生活ができ子育てができるという、住む条

件整備というのを、これから大きな課題になってくると思うんです。そういうことで、今まで、

そういうことに対して十分な施策というか、それが適当にやれなかったかもしれませんが、現状

の中ではやむを得ない状況があったと考えております。 

 そして、これからは、まち・ひと・しごと、そういうものを十分見据えながら、地域の若者定

住に向けて進めていきたいと思いますけれども、これは全国的な傾向で、一極集中化が進む中で、

いかにこの地域の中で若者が生きて、頑張って、楽しく生活できるような地域づくりをするかと、

このことが一番大きな課題であります。何でもかんでもここに来て住んでくれるということでは

なくて、やっぱりここに来て、住んで、生き生きと生きていきたいという、そういう思いをする

地域をつくらねばならないというふうに思ってるんですが、なかなか、御案内のとおり、これか

らしっかり考えていかねばならないと考えております。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  市長がそう言われると、非常に私も寂しいし、もう我々も思っ

てることは一緒なんだけども、それを、ほんなら、誰がいつどうして何をするかというのが大事

なんです。もうそれをわかって、市長がそういうことを言うと、我々としては非常に残念でござ

います。 



- 38 - 

 過疎地域を指定されて、あらゆる項目はソフト面も含めてこれをやってきたの、私もずっと資

料いただいておりますし、わかる。だけど、先ほど私が言いましたように、１,２６３人ぐらい

がもう激減してる。特に、働く、主力で働いていただく方がもういなくなってるという現状を、

このまま、ほんならまた、新総合計画とか、延長されました新過疎計画で上げてありますよとい

うのは、私はもうこれは、それは５年先とか、本当になくなったときに策をしても、子どもがお

らなくて学校だって１校か２校、小学校ですよ、中学校すら非常におぼつかないという、庄内は

ですね。 

 それは湯布院だって挾間だって、周辺地域でそういう形も出てますが、やはりその庄内地域は

過疎に、昭和４５年、過疎法をやろうかという議員立法を調べてみますと、３５年からそういう

話でどんどんやってきてます。我が町は４５年からという形で、それから急激、その当時は微減

をしてたんですが、もうこれは、最近はですよ、ここ１０年、先ほど言いましたように、激減を

してるんです。 

 そのときに、執行をされる、行政を預かっていただく市長がどうするかと、これは死活問題だ

と、私、思ってる。全国でも、いろんな面が、今総務省等々の国交省、農林省等の、そういう活

力を含めた、いろんな施策を、提案を、それぞれの自治体がしている。もう待ってては、私はで

きないと、この激減をする状況を、子どもがいなくなれば、学校はもちろんのこと、地域も本当

に書いているとおりなんですね。激減をして、その活力もなくなる、当たり前なんですね。それ

をするのが、我々議員もそうでしょうが、執行部もやっぱりしなきゃならん。 

 そういうことですから、きょう議長にお許しを得まして、一般質問の資料を配らせていただい

ております。そういうことで、ちょっと１ページから若干気になるところだけは聞いていきたい

と思いますが、すばらしいんです、計画はね。この部分は、過疎につきましては、庄内町、第

４次総合計画を継承してます。由布市の総合計画などで地域別により、目指す将来像を含めた

１０の重点施策が、この間やられてるんですね。だけども、先ほど言ったような結果です。 

 で、これちょっと、線を引いてるところだけ読んだらよくわかるんですけど、計画が終了する

平成２７年、もう来年ですね。庄内地域に住んでみたい、住んでよかった、住み続けたいと思え

る人々であふれる、これは、それは目標ですから、努めるでいいんですが、こういうことと、こ

の実現のための１０の施策、特に下の線を引いております、２、４、７、９。特に住みよい環境

づくりやら、子どもと地域がキラリ、これ非常に施策ですばらしい。けども、こういうことが現

実にやっぱり浸透してないんで、若者を含めたそういう方たちにやっぱり行き通ってない。だか

ら施策として、私はやっぱり見直しは２年、３年でどんどんすべきで、与えられた法律等の中で

できるんであれば、その時代に即応した対応をしなければ、こういう施策が生かされてこない。 

 だから市長、市長が住んでみたい、住んでよかった、住み続けたいと思える、あふれる町の実
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現という中でこれを捉えたときに、市長、どうお考えですかね。ただ、もう書いたからしようが

ないんですよという形になるんですか、これは。どうですか。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  決してしようがないという考え方ではありません。何とかして、そうい

う元気の出るまちづくりをしたいというふうに思ってます。で、今一番の原因はやっぱり、米価

等々の下落によって農業で生活ができないという状況が、この農業中心の庄内の町においては、

それが一番大きな原因であろうと思います。それから、この中山間地域の中で大きな工場誘致と

か、そういうことがなかなかできにくい状況の中でやっぱり今日に至ってると思います。 

 そういうことでありますけれども、今農業の、由布ポタジェとか、そういう、野菜塾とかを中

心にしながら、新たな、そういう地域の、中山間を利用した農業ができないかということで進め

ておりまして、そういうのが着実に成功していけば、また農業に復帰してくる若者も増えてくる

と思います。そういう状況を拡大していくことが大事だと思います。 

 ハードの整備、道路とか、情報網とか、いろんな形の整備は、これまで着実に進めてきました

が、肝心かなめのその辺が今から、そういう開発に支援をしながら、若者が住んでみたいと言え

るような、そういう地域づくりをする必要があると、強く、私は思ってます。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  だから、強く思ってるんですよね。それは、熱意はよくわかる

し、だけど、施策の中であらわれてこないから、皆さんがやっぱり流出をしてるというのも現実

ですよね。ここだけはちょっと確認をしときます。 

 それから、先ほどの資料の裏、２ページ目に書いてます。これはもう経過ですから、ちょっと

私も確認の意味で、これは聞いておきたい。 

 真ん中辺です。集落機能の維持と安全で安心して暮らせる地域の構築を図るため、定住促進団

地の整備を推進し、居住環境の整備を図りますとあります。これは、どこを指して、どういう形

でされてきたんでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  誰か、答弁者。総合政策課長。 

○総合政策課長（溝口 隆信君）  総合政策課長です。お答えをいたします。 

 定住促進団地の整備ということについては、今、計画書を持ってませんが、詳しくは記憶にご

ざいませんけれども、いわゆる、市営の住宅も含めた、空き家対策も含めた、そういうことも含

めた定住促進団地というふうな捉え方を、私はしてるところでございます。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  だから、それは私が言いましょうね。過疎自立促進計画表があ

りますわな。それの中で、６番の自立促進施策区分の中で、公営住宅等の整備促進、維持管理と
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いう形になるんかなと、そう私は思ってますけども、非常に、この部分とまた整合性が余りない

んですね、定住促進団地の整備といいますと。 

 だから、計画もやっぱり、これは今までのその部分を引き継いできたから、こういう形にしま

したよというけど、実効が上がらないというとこが、やっぱりここに来てると思うんです。過疎

計画で書いてることと、この事業の中でやっぱり整合性が立ってないんですよ。したがって、若

い人が暮らして、そこに残っていきたいと言いながら、計画すらやっぱり漏れてるんです。そう

いう考え方になるんだろうと、私は思ってるんですね。 

 で、今回若い人にいろいろ聞いてみますと、何で、大変悪いけど、由布市の中で挾間に行くん

かな、こう投げかけたら、やはり将来的に子どもたちが、１人か２人とかいう中で、親として、

保護者としては、そういうとこにやっぱり行きたいと、皆さんと切磋琢磨させながら、そういう

とこで勉強しながら、そういう環境のところに、やっぱり子どもを持つ親としては通わせたい。

だから、庄内はなかなかそういう状況にはならんし、住もうと思ったってどこに住みますかとい

うことで、逆に、議員として問われて、非常に恥ずかしい思いをしてる。 

 だから、何かこういう状況を打破するためにも、この中で、後で少し言いますけれども、豊後

高田市が、このうち、うちの庄内議員全員と自治区の区長さんも含んで、どういうことをやって

るんか、ＰＦＩの事業の視察を十分させていただいて、そこの係長さんから実情を聞きました。

新聞にも載ってますしね。だけん、何で一番、ここで皆さんがやったか、職員に聞いたんです、

私、豊後高田の。そしたら、これに書いてるんですよね。市長が新市計画の中で、これ、何ペー

ジ目かありますね。ＰＦＩの中で重点施策、まん中で３万人構想を市長が挙げて、何が何でも君

たち、やっぱりやってくれと。もうこれをせんと特効薬とすれば、直接人口増に結びつく施策を

展開するという、市長の本当に強い意思でもうこれはいろんなことがありましたけれども、職員

としてやらざるを得ん。それは大変あれだったんでしょうけれども、土地とかいろんな遊休、塩

漬け地じゃないんですが、市営、市有地があって、たまたま、これのスケジュールを聞いてみま

すと、もうしろという命令を受けてから計画立ててやったのは３カ月しかたってないんですね。 

 だから、豊後高田もへんぴなとこですよね、非常に。だけども、そういうところでもこういう

事業はきちっと、鶴の一声でやっぱりできてるという現状なんです。九重もそうやし、ほかのと

ころも少し調べてみましたが、やっぱりもう何といっても、職員の限度ちゅうのはあると、私は

思ってます。私も、そういう、二十何年間、仕事をさせていただきましたからね。 

 だから、この計画が、新総合計画だの、計画も大事ですよ。ほやけど、私が言ったように、緊

急性がある場合は、誰がどうやってどういうことをするんか、それの問いかけがずっとあってる

んじゃないかと思うんですね。で、若い人に聞くと、やっぱりそういうことをしていただければ、

その選択肢はあるんだと、多いにありますと、ほかの議員さんも、庄内議員さん、今回も調べて
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るんです。だから、あるんですよ、それ。それは、ほんなら何でかちゅうのを、非常に、後手後

手になってると思いますし、そこ辺を、市長、やっぱり具体的に指示を出さなきゃ、私は、こう

いう問題は絶対解決していかんし、もう本当、５年先になったら、子どもたちがいないのに学校

はどうだとかいう状況がもう必ず来ますよ。こうなったときに間に合いますかと言いたい。市長、

再度どうですか。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  質問の中身については、我々も今、具体的には考えて、どういう形がそ

ういう定住に結びついていくのか、若者が住んでくれるのかと、そういうことについては十分検

討しているわけでありますけれども、一番いい方向で対策をとっていきたいというふうに考えて、

できるだけ若者が住んでくれるような、そういう住宅も含めて検討してまいりたいと思います。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  わかりました。これはまた、時間がありますから、後で御期待

をして、いい回答が得たいように、こちらもそういう形を、調べたことをまた問いますけどね。 

 先ほどのページで、総合政策課長にお尋ねをしますけども、先ほどの若者の定住の中で、最後

のほうですね、高齢者の見守り及び生活支援、集落支援員等の役割を担ってもらう、田舎で暮ら

し隊事業を推進していきますということで、私の調べたところ、皆さんも御存じと思いますが、

奥江か何かに一人、そういう方がおるんかな、そういう状況ですわな。これは、現実にその定住

対策の中で、どうその担当課長として思われてるんか。あとで総務部長も聞きますが、これをこ

のままでいって定住につながるんかな、私はちょっと危惧してるんですが、どうでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（溝口 隆信君）  総合政策課長です。お答えいたします。 

 田舎で暮らし隊事業についてでございますけれども、現在、湯布院町川西の奥江地域に１人張

りつけておりまして、ことしで３年目、最後の年でございます。この事業については、今は奥江

地域に特定いたしておりますけれども、現状、年々小規模集落の数が増えてきている現状でござ

いまして、奥江地域のほかに、こういった需要は、現在のところアンケートとってませんので、

行政には支援してくれというふうな声を聞いてないんですけれども、来年以降については少し考

え方を変えて、この田舎で暮らし隊の事業そのものをもう少し底辺を拡大した、小規模集落全て

に対して手が届くような施策の内容に変えていきたいなと、今のところ考えているところでござ

います。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  そうですね。お隣の竹田市なんかは１５人です。宇佐市等々も

支援員を含めて、ちょっと調べさせていただいております。だから、うちとしても、そういうい
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ろんな制度があるわけですから、現状維持じゃなくて、こんだけやっぱり過疎化が、もう本当激

しくなっておりますときに、あらゆるやっぱり施策を総動員してやらなければ、これはもう、住

んでいただく形をしなけりゃ、もうこれは町が消滅するんかなと、私はもう危惧してますし、い

ろんなことをできるわけで、総務省やら国交省やら農林省、水産省含めて、いろんなその、厚生

労働省も含めて出してるわけですね。それを今でできるわけですよ。職員の皆さんから、そうい

うことでアイデアを募集しながら、それで、大分市もやってますけども、次の年に予算化までし

てやろうと。そして、あとの評価を含めてどうだったんかと、そういう形をやらなければ、もう

これは、全国そうですからそうですよという形じゃ、絶対、私はならんと思うんですね。 

 だから、あらゆる国の施策、県もやっぱり捉えて、うちでできる部分は、少なくとも総動員を

してやらなければ、私は、この過疎化の、過疎化全体はとまりませんが、激減のカーブは緩やか

になるんではないかなと、私は感じてるんです。だから、そういう点は、ぜひ、そういう形でや

ってほしい。 

 それから、総合政策課長、大変悪いんやけど、空き家のリフォームを入ってきてされたときに、

５０万円、１００万円何がしの補助を今出してますわな。これは、お聞きすると市の単独であり

ますし、過疎債を使ってないという状況なんですわな。だけん、これをもうちょっと、最後の資

料にありましたね、長野県等では１５０万円までとか、しながら、ソフト面あわせて特例債を使

いながら、そうするとこの何ページ目かございます。３ページ目ですか、過疎債使った場合は、

国・県のその補助があるとしたら、せんでも７０％のその部分で交付税で返ってくるわけですか

ら、当然そういう起債も活用しながら、私はやっぱりもうちょっとＰＲできるような形の空き家

対策、リフォーム対策をしてはどうかなと思うんですが、総合政策課長は、今後どう考えていく

予定なんでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（溝口 隆信君）  お答えをいたします。 

 現在、空き家対策につきましては、今議員おっしゃられましたとおりでございまして、リフ

ォーム補助については定住、維持も含めて売買物件については１００万円補助をいたしておりま

す。賃貸物件については、５０万円のリフォーム補助、さらに仲介手数料といたしまして、１件

５万円の補助金を出しているところでございまして、これまでの実績では、今年度、確かな数字、

ちょっと今数字ございませんですけれども、１３名、市内外から、庄内を中心に新しい住民の方

が定住してきている現実でございます。 

 で、今議員おっしゃられた、いわゆるその過疎債の適用でございますけれども、私どもの今の

要網が定住５年以内というふうなことになってございますんで、それが１０年というふうな数字

に変われば、特例債も含めたところで、特例債でなくて、総務省の補助金云々の該当にもなり得
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るということでございますんで、来年度以降そういった補助事業に適用できるようなことも、今

現在考えてるところでございまして、来年度以降について、さらに定住ができるような施策内容

に変えていきたいというふうなことを考えてございます。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  ありがとうございます。 

 それでは、あと１１分ですから、ＰＦＩのことですね。先ほど少し答えていただきました。資

料の４ページからずっとあります、７ページ。豊高の合同新聞載った部分です。その後、県内の

４市町の社会増というところで豊高も載っております。 

 豊高を例に出しますと、先ほど言いましたように、市長の鶴の一声でもうこれやらざるを得ん

と、たまたま私ども行ってみましたら、いろんな道路沿いで非常に一山ぐらいですわな。やっぱ

り住みたい、そういう状況のとこもございましたが、やはりどこか特定をしてやらなければ、こ

れはできないですね。 

 あらゆることも今までどおり、公社を使って、従来がですよ、今してる施策の中でやっぱり先

行取得をしながらと言いながらも、なかなか確保にもいろんな問題があって、非常に状況は厳し

いと。したがって、この豊高の例では、市長が今言いましたように、直接人口に結びつく施策を

展開するということの中で、合併当時が人口２万３,０００人ぐらいですかね。それが３万人に

しようという構想を挙げて、もう何が何でも一番先に人口増を図らねば市が衰退してしまう、町

が衰退してしまうということで、国土交通省、アドバイザーの方、国土政策研究委員会の方にも

委託契約して、即何かできないんかと。 

 で、民間を利用して、市も後で、それは責任持たなきゃならんけども、地域の活性化、いろん

なことを考えたときに、地域の事業者、また地域の商店等々で活性化になって、やはり活力が増

す事業はないかということで、相当研究をしようということで、その担当課にしまして、結果的

にこういう形で、ＰＦＩ方式といっても、６ページにありますように、いろんなＰＳＣは今まで、

ＢＴＯが今これ捉えてるんですが、いろんな、そのやり方もあるそうです。しかしながら、この

豊高では、こういうＢＴＯ方式をして、やはりある程度皆さんがうまくいくような方向という形

を短期間でやったそうですね。ここを見ていただいてもわかるんですが、設計、施工管理を民間

で行い、完成後、市が買い取った上で、維持管理、運営指定管理を行うために、事業費の縮小と

ともに、職員の負担軽減が多く見込めるということで採用したということで説明を受けましたし、

非常にわかりやすい流れなんですね。まずもって、これを見たとき、市長、どう感じますか。何

かやってみたいなという感じはしませんかね。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  このＰＦＩも、私も随分、これを聞いて以来、研究をしてるんですけど
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も、根本的にやっぱり、家を建てて、そして若者が定住してくれる状況というのは根本的にどう

なのかということをしっかり研究していかないといけないなと思ってます。由布市内の若者の人

口が、これを建てたことによって、よそから若者がどんどん移り住んできて、そして人口が増え

ていくという状況が生まれるのか、それとも、建てたことによって、家賃が安いところにほかの

ところから流れてきて、人口は変わらないけれども、そういう状況になるのか、そういうことも

今、十分検討してるんですけれども、議員の思いは一緒です。私もできれば、そういうのを建設

して、そして地域の若者が増えるような、していきたいという思いは強くありますから、もう少

し十分検討していきたい、そしてまた、よければ実施していきたいと考えています。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  わかりました。では、提案しますよ。恐らく後で、同僚議員も、

庄内の出身の議員も言いますが、我々としても３カ所か４カ所、もう調査しまして、大方、ここ

ではできるだろうというところを見てます。特に、駅が庄内駅、天神山駅、小野屋駅と、学校と

か、そういうところを含めて、皆さんで検討したんです。 

 もしそういうことを、具体的に行くような方向を私なんかが、やはりその提案しながら、市長

がこれはできないというところを、私どもは一生懸命しますよ。その、土地問題含めて。ただ、

そういうところは市有地があると、私は思ってますから、そういうときは市長、即そういう対応

を職員に指示されますかね。これはちょっと聞いておきたいんで。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  先ほど申しましたように、この効果ですね。先ほど言いましたように、

家を建てて、そして若者が住むという、そのことは、家庭の核家族を招くおそれもあるかもしれ

ないし、よそから、市外から若者がここに来て住んでくれるということはなかなか難しいような

状況であります。そういうことをいろいろ検討しているところであります。土地とか、それも検

討しなくてはいけませんが、そういう建物を建設した後のことについても十分検討をして、そし

て、いきたいというふうに考えています。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  冒頭に私が言った、激減しているその人口、また、そして若い

人が庄内に住もうという意欲がないと言いながら、私はずっと言ってますがね、市長。だから、

なら、いつやるんでしょうか、今でしょというのが本当じゃないかと思うんですよ。これを、そ

の、計画をしなきゃできない、私も全部わかってます。けども、その計画をするには、やる方向

の計画なんか、検討して、これがだめだったから、やっぱりこれはもうちょっと延ばそうちゅう

計画になるんですよ。だから、そこだけ、市長、明言してください。やる方向で検討しますか。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 
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○市長（首藤 奉文君）  もちろん、その方向で考えてるんですけれども、その辺のところまで、

先ほど言ったような状況が生まれるかどうかということを検討しています。やりたいことは、私

も同じことであります。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  それでは、提案します。やっぱり職員が、すごい何百人も、頭

脳集団ですよ、はっきり言ってね。だから、こういうことも含めて、少子化対策含めて、専属課

も設けたり、職員のアイデアをやっぱり募集して、これは緊急に、市長がこれをやっぱりやりた

い、やるんだから、皆さん知恵を貸してくれというべき時期に来てるんじゃないかと、私は思う

んですね。 

 この少子化を、増加とかもう、まさかね、その由布市の中でも、全体でも見ていただくように、

この社会増なんかもほとんどないんですよ。それを考えたときに、やはりその職員の皆さんでい

いアイデア持ってると、私、思ってるんです。職員からこの件は必ず、募集なり、アイデアを出

してくれと言えば、恐らく私は出すと思うんですが、市長、どうですか、これは。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  まさに、そういう意見もこれから求めて、そして、議員の思いも強く受

けとめて、検討してまいりたいと思います。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  検討ちゅうのは前向きな検討だろうと思ってますから御期待し

ますが、市長。 

○市長（首藤 奉文君）  前向きに検討します。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤郁夫君。 

○議員（１２番 佐藤 郁夫君）  ぜひ、やっぱり、ライブで若い人がこういうのを見てる。議員、

自分たちが言いたいことをなかなか言えんから、こういう場できちっと市長と執行部と話を詰め

て、両輪としての役割を果たしてくださいよというのが市民の皆さんの願いですよ。私も、だか

ら、この件につきましては、点と線じゃないんですけど、ぼつぼつじゃだめだと。だから、流れ

の中で、やっぱりこれやらなきゃだめだということでありますから、どうしても、この部分は市

長に、あと、この期間３年もあるんですからね、市長。必ず、そういう夢のある、若者がきらり

と光る、こういう書いてるようなことをできるような施策をしていただくよう御期待して、私の

一般質問を終わります。（拍手） 

○議長（工藤 安雄君）  以上で、１２番、佐藤郁夫君の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（工藤 安雄君）  ここで、暫時休憩いたします。再開は、１１時１５分とします。 
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午前11時00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時14分再開 

○議長（工藤 安雄君）  再開します。 

 次に、３番、加藤幸雄君の質問を許します。加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  皆さん、おはようございます。３番、加藤幸雄でございます。た

だいま議長の許可をいただきましたので、通告に基づき質問をさせていただきます。 

 まずは、加藤教育長、就任おめでとうございます。いろんな問題があるかと思いますけども、

これからの由布市、大分、日本を背負っていく若い子どもたちを、十分な力を出せるように育て

上げてください。力を発揮できるように協力してください。私たちもできることはぜひやります

ので、よろしくお願いいたします。 

 ところで、ことしは２月からの大雪と季節外れの台風で農家の方が大変困りました。お米ので

きは半分という人もおりますし、買っていただくお米の値段は５,０００円を切ってるとこも多

くあります。こんな状況の中で、お百姓さんはどうしたらいいんだろうかという声が数多く聞こ

えますし、先ほど郁夫議員も話されましたように、庄内町では農家をやられる方が数多くおられ

ます。で、子どもさんが帰ってきても、農家やっても、給料がもらえなければ生活はできません

ので、どうしても帰ってこなくなる、そういう現象になってくるんではなかろうかなと思ってお

りますので、ぜひその辺の救済方法も含めながら、質問をさせていただきたいなというふうに思

っております。 

 では、一般質問に入ります。 

 まず最初に、やはり気になる由布市の財政、歳入編ですが、まず１番目に、ふるさと納税のと

ころを挙げさせてもらってます。３月の議会のときには、ふるさと納税の考え方について、余り

積極的に行うようなことは言われておりませんでしたけども、やはり今、周りの情勢も変わって

おります。今のこの情勢、ほかの自治体の情報も取り入れながら、やはりもう少し積極的な政策

をやるべきではなかろうかなというふうに思っております。 

 次に、２番目に、外形標準課税等の試みはどうなのかということなんです。由布市には、本社

が、他の市町村にある会社がいっぱいあります。やはり、そういう方は、由布市のほうに税金を

おとしていただけないわけですので、その辺のところはどういう対策を考えておるのか、お聞き

します。 

 次に、コミュニティバスの利用状況ですが、収益がこのくらいあって、利用者がこのくらいあ

る、で、こんなに市からの持ち出しがあるんだから、皆さん、どうか利用しませんかというよう

なことの対策は考えているのか、お聞きしたいと思います。 
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 で、一番持ってこなきゃいけなかったものが、交付金の件です。ことしで１０年になりますの

で、徐々に減額をされて、５年間で１２億円ですか、なくなるわけですので、その辺のところの

対策をどういうふうに考えるのか、やはり市税を増やす方法を考えていくしか方法はないのかも

しれません。ただ、地方創生というのが、この前、９月のときに大臣さんができましたので、国

のほうとしても、そういうことを考えてくれているのではないだろうかなとは思いますけども、

やはり市としても、こんだけ頑張ってるよというところを見せるべきではなかろうかというふう

に思います。 

 それから、２番目ですけれども、地産地消はなぜ進まないのか。いつも地産地消の話は出てき

ますけども、こんだけ地産地消ができましたよとか、地産品がこれだけ売れましたよという数字

がなかなか目に見えてこないのが現状にあります。 

 まず、１番目に、学校給食のことなんですけども、学校給食会の方がかかわっている部分が大

変多くて、御飯にして４万キロまで、平成２５年度分ですけども、これだけのお米を使っており

ます。この分が由布市の農家の方から直接購入できれば、農家の方はやっぱり子どもたちが食べ

るものだから真剣につくろうという方が数多く出てくるんではなかろうかというふうに思います。

その辺のところを、教育長と農政課になるんですかね、ぜひ協力して、こんだけお百姓さん困っ

てるんで、学校給食会、悪いけど、農家の方から買うようにしたいんだけどとお願いをしていた

だければ、大変ありがたいかなというふうに思っております。 

 それから、由布市の旅館組合等の売り込み、これはどういうふうにしているのか、旅館組合の

ほうでは、盆地米ということでプレゼント商品を出しておりますけども、これ以外に、旅館には

多くのお米を使うわけなんですけども、必ずしも由布市から購入しているとは限らない状況があ

るように見受けられます。その辺のところの売り込みはどのような感じで行ってるのかをお聞き

したいと思います。 

 それから、６次産業、過去補助金をかなり出しておるかと思いますけども、その中で広報の方

法、こんないいものができたんで、あんたとこ買うちょくれとか、そういう話を誰がやってるの

か、どのようにやってるのかをお聞きしたいな。 

 一番簡単なのが、学校給食会がやってる、御飯にして給食センターに売ってるわけですから、

これも６次産業の一つかなというふうに思いますけども、そのようなところを、方法論をお聞き

したいなというふうに思っております。 

 それから、地産地消じゃなくて、地産他消になるんですかね、市外とか県外のほうに由布市で

これだけいい農産物があるんで、ぜひ由布市産のものを買ってくれというような試みをしている

のかしていないのか、その辺についてお聞きしたいと思います。 

 なお、再質問はこの席でさせていただきます。よろしくお願いします。 
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○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  それでは、３番、加藤幸雄議員の御質問にお答えをいたします。 

 初めに、ふるさと納税についての御質問ですが、ふるさと納税とは、地方間格差や過疎などに

よる税収の減少に悩む自治体に対しての格差是正を推進するために創設された制度であります。

正確には、ふるさと寄附金といいますが、寄附をする先は、出身地以外の市町村等にもできるよ

うになっております。 

 寄附をした場合、確定申告を行うことにより、一定限度額まで寄附金税額控除を受けることが

できます。由布市民の方が他の市町村へ寄附した場合は、由布市で税額控除を受けます。他の市

町村の方から由布市に寄附をしていただいた場合は、他の市町村で税額控除を受ける制度であり

まして、それぞれの市町村で控除が発生する仕組みとなっております。 

 次に、外形標準課税についてでありますが、現在、法人課税は国の法人税、地方法人税、市の

法人住民税、県の法人住民税、法人事業税がございます。外形標準課税は、県が課税する法人事

業税で導入されておりまして、事業所の床面積、従業員数、資本金等及び付加価値などから客観

的に判断できる基準をベースとして算定する課税方式によって課税をいたしております。 

 法人市民税につきましては、由布市内に事務所または事業所を有する法人及び保養所等を有す

る法人に対しまして、本店、支店を問わず、均等割と税割もしくは均等割のみを課税する仕組み

となっております。外形標準課税につきましては、法定外課税となりまして、市町村では課税す

ることができないことになってます。 

 次に、コミュニティバス等の利用状況の広報活動についての質問であります。 

 毎年、コミュニティバスのダイヤ改正をする際には、市報を通じて市民の皆さんに利用状況に

ついてお知らせをしております。また、コミュニティバスの運行に関する市民の皆さんからの御

意見を広く聞く場である市民交通対策検討委員会においても、詳しい状況を報告しているところ

であります。利用の促進対策については、新しい試みとして庄内地域を対象としたコミュニティ

バス試乗会の実施や効率的な利用方法を知ってもらうための利用者等の参加によるワークショッ

プの開催などもいたしております。 

 今後も、利用者はもとより、未利用者や交通弱者等の御意見や社会福祉関係機関等とも連携を

図りつつ、きめ細かな利用促進対策に重点を置いて取り組んでまいりたいと思っております。 

 次に、歳入についてでありますが、合併以降、職員一丸となって行財政改革に取り組んできた

ところであります。周知のとおり、平成２８年度から合併算定替え終了に伴う交付税の縮減が始

まります。平成２７年度の予算は、普通交付税の激変緩和措置後に対応できる健全な財政運営を

見据えて、予算編成に当たりたいと考えております。 

 次に、地産地消についての御質問でありますが、由布市では、平成２２年１０月に由布市地産
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地消特産品ブランド化推進協議会が設立され、現在まで地産地消を初め、さまざまな取り組みを

行っております。 

 今年度につきましても、ことし８月１日に開催された由布市地産地消特産品ブランド化推進協

議会平成２６年総会で承認されました施設方針に基づき、各種施策等を進めているところであり

ます。 

 地産地消関連施策につきましては、１つ、学校給食の市内産農産物使用向上、２つ、集荷、選

果拠点の場づくり、３つ、生産者及び団体の育成と連携強化という、３つの重点施策を実施いた

しまして、生産者の栽培技術と地産地消への意識向上を図るとともに、集荷及び選果場の整備を

行うことによって、市内間での栽培、流通体制を確立させていきたいと考えております。 

 次に、由布院温泉旅館組合等への売り込みについてでありますが、盆地米の提供は、旅館組合

の皆さんと生産者であるゆふいん水田営農サポート研究会の皆さんが協議・検討を重ね、このよ

うなすばらしい取り組みを行っていることは承知しております。市といたしましては、特にこの

件にはかかわっておりませんが、今後、協力できるところは旅館組合や生産者団体と連携をして

行ってまいりたいと考えております。 

 次に、６次産業の広報についてでありますが、来年３月に、市内産の農産物を初め、特産品開

発事業でできた由布市内産の原材料を使った加工品等を販売、ＰＲする食談会の開催を予定して

おります。 

 前回平成２４年１２月に開催したときも、ホテルや旅館関係者から大変好評だったと聞いてお

ります。引き続き、このような生産者と流通関係者、またホテル、旅館関係者らが集い、直接結

びつけるような機会を創出してまいりたいと考えております。また、各地のふるさと祭り等に特

産品等の展示即売を行い、それらのＰＲに努めてきたところであります。 

 次に、市外や県外への広報はどのようになってるのかということでありますが、由布市といた

しましても、県内先進地の取り組みを参考にいたしまして、ホームページの充実や利用者、観光

客等の口コミ及びマスコミ等を通じた各種のＰＲを行っていきたいと考えております。 

 以上で、私からの答弁を終わります。他の質問につきましては、教育長より答弁をいたします。 

○議長（工藤 安雄君）  教育長。 

○教育長（加藤 淳一君）  教育長でございます。先ほどは激励をいただき大変ありがとうござい

ました。微力ではありますが、皆さんの期待に沿えるように頑張っていきたいと思います。何と

ぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、３番、加藤幸雄議員の御質問にお答えいたします。 

 学校給食の納入は、学校給食会がかかわっている部分が多いのはとの御質問ですが、学校給食

会は県内の学校給食施設校に提供する機関として設立された公益性の高い団体です。物資の買い
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入れ、売り渡しや学校給食関係者の資質の向上のために各種研修会、衛生管理、情報収集や提供

などの事業を行っています。 

 給食会は学校給食の専門業者で、食材の仕入れは物資選定委員会等の検査を受け、安全性と安

定した供給を確保しています。 

 給食会から提供されている米は、由布市産米と指定し、徹底的な検査に合格した良質な米を年

間契約し、玄米を確保・保管してもらっています。給食センターでは、毎日３,３００食をつく

っており、米飯についても、月４トン余りの精米を使用しています。給食物資を適正、円滑に供

給、提供できるということ、価格も県内統一価格で炊飯、配送、各種検査料も入った価格になっ

ています。 

 以上のようなことで、食材の安全性、安定した供給のため、給食会にかかわる部分が多くなっ

ていると思っています。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  それでは、質問をさせていただきます。 

 最初に、ふるさと納税ですが、昨年度、２５年度いただいた資料によりますと、２２０万円の

寄附をいただいているということで、大きなところはイオンさんと京都の方が大きな寄附であっ

たかなというふうに思いますけれども、今後、先ほど市長が申しましたように、どこの自治体に

寄附しても、その人の税額の控除になるというこの方式は、国に言わせると邪道だとか、趣旨に

合っていないとかは言ってますけども、一応国のほうは容認しております。これがもし、

１,０００人ぐらい、ほかの自治体のこんないいもんがあるんやったら、そこにしようという人

がもし出てきた場合、由布市に２,０００万円、３,０００万円の税額が減少することも考えられ

ますので、この辺のところはもう少し考えていく気持ちがあるのかどうか、市長ですかね、どな

たですか、お答え、お願いします。 

○議長（工藤 安雄君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（溝口 隆信君）  総合政策課長で、お答えをいたします。 

 加藤議員が３月に一般質問をされました。その後に、９月に溝口議員が同じような御質問をい

たしたところでございまして、その際にもお答えいたしましたですけれども、今、国が控除額等

の税制改革の見直しを来年度以降やるというふうなことになっておりますが、それらの動きや社

会情勢等が変わっている現実も、我々、現状として把握してるところでございますが、条例を設

置した理由といいますか、設置の内容が、要は、その設置したときの状況と今の状況、非常に変

わっておるわけなんですけれども、設置した状況のときには、由布市に、まちづくりに貢献した

いという単純な、いわゆる由布市に対するその気持ちを寄附していただくというための条例設置
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ということにいたしておったんですけれども、今、御質問のように、社会情勢も変わっておりま

すし、税制改革もされるというふうなことを聞いておりますので、国の動向を見て、注視しなが

ら社会情勢等勘案して議論はしていきたいというふうにお答えいたしておりますので、来年度に

向けて、さらに議論を進めていくようには考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  議論をするとか考えるとか来年とかいうよりも、もうあしたから

でもやりますよというようなお答えがないと、先ほどの郁夫議員の質問に対しても、市長は、何

かわかったようなわからんような感じでありましたので、やはりやるということを前提に、前向

きな形でやらないと物事というのは進まないというふうに思うんです。 

 だから、特産品であれば、シイタケで優秀賞もらった方も多くいると思うんです。あと旅館で

も、旅館の利用券とか、そういうことを使うことだって必ずできると思いますし、庄内町には梨

をつくってる方とか、イチゴをつくってる方とかもおられるわけですから、そういう方と、悪い

けど、こんくらい譲ってくれんか、これでまた由布市に税金が来るといいじゃないかというよう

な考えを持っていただきたいと思うんですけど、前向きな気持ちというか、もうあしたからでも

やりますという気持ちがあるでしょうか。お答えお願いします。 

○議長（工藤 安雄君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（溝口 隆信君）  先ほども答弁いたしましたように、いいことはもうあしたから

すぐやるというふうなことにはなかなかならないんで、条例でその内容を、議論積み上げた条例

をつくっておりますので、その条例の内容を変えるというんであれば、当然議論が必要でござい

ますし、議論のためには、当然、社会情勢や税制改革も見据えて議論をしないといけないという

ことでございますので、それが前提でございますので、今後議論を進めていくということには変

わりはございませんので、御理解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  そんな生ぬるいことでいいのかなというのが、私の気持ちです。

というのが、税額の、これ、倍にしようという考えがあったんですよね。衆議院解散しちゃった

もんですから、これは御破算になったのか、後でまた出てくるかわかりませんけども、今の状況

で、仮に１,０００人のときに２,０００万円、３,０００万円の話ですけども、政府の考えがも

し通っておれば、これ４,０００万円、６,０００万円の話なんですよね。だから、やはり、中身

をもう少し早目に検討して決めておかないと、出てきた、はいってすぐには寄附はしてくれない

んですよね。やはり前もって、こんなことをやるぞと先に流しとって、そのためには条例を変え

なきゃいけないとか、いうことを後で出してもいいと思うんですけども、こんなんやるかもしれ
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ないということは、やはり市民の方に知らせておかないと、そっちのほうに行かれたときのほう

が、私は怖いかなということですので、総合政策課長、もう一度お答えをお願いします。 

○議長（工藤 安雄君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（溝口 隆信君）  今後、さらに議論を進めていくということでございます。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  私たちもある知恵は全て出しますので、ぜひ前向きに考えていた

だきたいなというふうに思います。 

 それから次に、コミュニティバスですけども、利用状況が、先ほど市長の話だと、いろんなと

ころで広報はしてるとは言うんですけれども、なかなか表に出てきてない部分が見えるもんです

から、やはり、利用者をもうちょっと増やす方法、いろんな、その交通事情とか会社の問題があ

るかと思うんですけども、一つの例ですけど、湯布院から挾間に行こうとしたときには、庄内で

おりなきゃいけない。で、医大に行きたいんだけど、やっぱりＪＲのほうがいいわというような

方がおられます。やはり、そういうルートを、病院行きルートだとか、バス会社が違うから難し

い部分があるんかもしれませんけども、そのようなところをやっぱりバス会社のほうと相談しな

がら、行ける方法、逆の方法もあると思います。挾間のほうから湯布院に行きたいという人もい

るんですけども、また庄内で乗り換えないけんけえねというような方がおられますので、この辺

のところの工夫をちょっとやっていただければ、もっと利用者が増えるんじゃないかなというふ

うに思いますので、そこのところをお答えください。 

○議長（工藤 安雄君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（溝口 隆信君）  お答えいたします。 

 市長もお答えいたしましたように、利用促進については、これまで検討路線も含めたところで

随時やってきているところでございまして、ターゲットとして、さらに具体的に、これから高齢

者になられる方も含めたところの、未利用者も含めて、さらに利用促進のためのＰＲはどんどん

行っていってるところでございますし、現実に、実際その体験をしてもらって、コミュニティバ

スを知っていただくような方策も具体的にやってるところでございまして、庄内中心にですね。 

 今議員御指摘の、いわゆるシャトルバスのことだろうと思うんですけれど、一旦、湯布院から

挾間に行く場合、庄内におりて、それからまた庄内から乗るというふうなことになってますけれ

ども、これは、これまで数々の議員さんも御質問や利用者からも御質問、要望等が出ております

けれども、法律内でのですね、も含めたところで、これ以上できないような形になってございま

すので、それが一本化になればいいんですけれども、バス会社等との制約等もございます。で、

今の形になってますので。それが一本化になれば一番いいんですけれども、今の現状ではいたし

かたないというふうな現状でございます。 
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 今後も利用拡大については、さらにＰＲを加えていきたいというふうに思ってございます。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  ぜひ、利用者のためのコミュニティバスにしていただければ、大

変ありがたいと思いますので、バス会社とも、このくらいぐらいやってよというようなお願いを

していただきたいなというふうに思ってます。 

 それから次に、外形標準課税、これはもう国のほうでやることなんで、市のほうではというお

話でしたけども、それでは、企業のふるさと納税とかいうことを考えたことがあるのかないのか、

お聞きしたいんですけど、市長、どうでしょうか。 

 簡単に言いますと、由布市の企業が由布市に寄附をすれば、その税額の分は、本社のほうのと

ころで大丈夫ですよというような話なんですけど、多分どこもやってないんじゃなかろうかなと

思いますけど、こういうことを計画したことがあるのかどうかお聞きします。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  いや、計画をしたことはありません。今のところですね。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  なければ、これを県とか国に投げかけて、やはり今一極集中型で

東京、一人勝ちですよね。ですから、地方にこれだけおられれば、どこで納めても本社の払うお

金は同じなもんですから、そういうこともやはり検討していただきたいということを、市長、県

や国のほうに、こんなことを言う議員がおったがなということを言っていただければ、前へ進む

ことになるんじゃなかろうかと思いますので、よろしくお願いします。 

 それから、やはり一番大変なのが交付金の問題です。市長は、先月１３日から東京行かれてた

ということでしたけども、実際、１２日に合併された自治体の協議総会というのがあってるわけ

ですね。そのときに交付税の特例があるもんだから、表面化してない、財政が悪いとか、いうの

が表面化してないということがそこの自治体の市長さんからあったということです。 

 交付税が６割以上になってるところは、やはり財政にゆとりがだんだんなくなるんで苦しいだ

ろう、苦しくなる、だから、この交付税はまだ続けてほしいというのが、各自治体の市長さんの

中にあっております。 

 ですから、こういうところをやはり、国のほうも見てくれてる部分があると思いますので、こ

れから先、交付税のところを、どこのところを重点的に来るか、ちょっと予想がつきませんけど

も、多分インフラの整備に関しては、建設部長もこの前お答えいただいたように、国のほうはあ

る程度考えてくれてるんじゃないかな。だから、そういうところの点検といいますか、順位づけ

とかいうものは当然必要になってくると思うんですけど、それ以外に、やっぱり一般の市民のお
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られるところ、市民の生活に関係するところは、どうしても必要になってくるんで、そこのとこ

ろの順位づけみたいなことを今、考えているのか、国でもこういうのがあったら出しますよとい

うのは当然あると思うんで、そこのところの考えはあるのかないのか、ちょっとお聞きします。 

○議長（工藤 安雄君）  財政課長。 

○財政課長（御手洗祐次君）  財政課長です。お答えいたします。 

 議員の今言われましたように、１１月１２日に全国の３７９市が合併した市の職員等、集まっ

て協議をしております。平成２６年度から、そういう要求をいたしまして、支所等があるところ

につきましては交付税の減額の措置が緩和されたと。そういうことで、今後、消防署とか公共施

設、公民館とか幼稚園、そういうところの、減らすことはできないんじゃないかということで、

その部分の交付税については減額をしてほしくないというような要求を出しております。 

 そういうことで、職員にも平成２８年度から交付税が減らされますと、職員研修会でもそうい

うことを全職員に話をして、交付税が減ったら自分たちの仕事が減るというか、給料も減らさな

くてはならないと、そういうことも考えながら事業に取り組んでいただきたいということで、職

員に周知をしているところであります。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  ぜひそれを進めて、由布市が財政難にならないように努力してい

ただければというふうに思っております。 

 それから次の地産地消の学校給食の問題ですけども、いただいた資料によりますと、やはり学

校給食会がもう４分の１以上のお支払いしてるわけですよね。で、お米のことについて言います

と、もう今お米は安心・安全、安定供給というのができる時代になってるんです。やはり一番心

配なのは、それよりも口蹄疫だとか、鳥インフルエンザとか、そっちのほうが私は心配じゃない

かなというふうに思っておりますので、もうそろそろお米のほうは手放ししてもいいんじゃなか

ろうかというふうに感じてるんですけども、こんなこと言うと、学校給食会の方から怒られるか

もしれませんけども、学校給食会、昭和２９年にできてるんですね。２９年て私たちが四、五才

のときですから、あの当時はやはり食べるものもないし、安全・安心ちゅうことも当然考えられ

なかった、それがもうずうっと通ってて、やっとその大きな改正というのが、平成２１年にやっ

てるんですけども、それはもう、食で育てる、食育の話になってる。 

 で、この間、全然、安定した供給ができたかと言われると、平成５年ですか、不作の年があっ

たんで、外国から米を買ってる時代がありましたけれども、それ以外にはもうほとんどお米とい

うのはもう余り状態なんです。安心・安全で安定供給ができれば、学校給食会はお米じゃなくて、

もうちょっと子どもさんの成長とかそういうところに目を向けるべきで、これはもう今一番困っ
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てるお百姓さんに譲りますよと、譲ってくださいというお願いを教育長にお願いしたいなという

ことなんです。 

 というのも、後で佐藤友信議員もお米のことについては言われるかと思いますけど、今３０キ

ロで５,０００円切ってるわけですよ。で、お米は余ってる。だから買わないよ。昔は農協は一

括払いしてくれてましたけど、今は手付しかくれません。完売になったときにやっとお米のお金

をくれる状況になっておりますので。やはりこれを考えたら、子どもさんに帰ってきて百姓しろ

と言ったって誰もしないと思うんですよ。やはり、ある程度の収入があって生活がちゃんとでき

るような形をしないと、子どもが帰ってこなかったら、さっきの郁夫議員の話ですけども、ちっ

ちゃな子はいなくなりますよね。そうするとだんだん人がいなくなるわけですから、やはりここ

の部分だけでも、教育長、一緒に、加藤行こうや、ああ、同じ加藤やけえあれやけど、行こうや、

私も頭下げ行きますんで、ぜひ一緒にお願いに行きませんか。どうでしょう。 

○議長（工藤 安雄君）  教育長。 

○教育長（加藤 淳一君）  加藤議員、先ほどから御指摘の点については、本当、今の農家の現状

も踏まえ考えるときに、十分趣旨は私もわかるつもりなんですが、子どもの学校給食ということ

で、私は一番考えるべきはやはり安全・安心、そして、先ほど申しましたように、月に４トンと

いう大量なお米を、給食を途切らせることはできませんので、安定して確保しておくということ

と、先ほどは申しませんでしたが、その途中途中に、やはり給食の場合は、一般のお米以上に残

留農薬の検査であるとか、途中で強化米の配合であるとか、学校給食米ならではのいろんな手を

経て、子どもたちのところへ届くようになっております。 

 そうやって、先ほど言いましたように、第一段階としては、由布市産米をほとんど給食の分と

して使っているというところで、由布市産米の利用ということで、第一段階はできておりますが、

先ほどから議員が言われてる、もっとそれをより身近なところからということの御指摘ではない

かと思いますが、途中途中の段階を考えますと、いろんな面で、価格の面も初め、施設の面も初

め、検討すべき部分が多いかなとは思っております。 

 いずれにしても、学校給食会という、この大きな部分が給食の中で、安全・安心な給食をとい

うことで果たしてる役割というのは非常に大きい中で、私ども、それを十分信頼する中で、今給

食センターも運営をやっておりますので。 

 今後について、またいろんな御意見もいただきながら、改善されるべき点があれば、本当、御

意見をいただきながらということでありますが、現行、なかなか、全システムをこう変えていく

ということについては、非常に難しい点があるかなというふうに思っております。 

 以上であります。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 
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○議員（３番 加藤 幸雄君）  学校給食会の役員さんは、学校の先生をやられた方がかなりあそ

こにおられるんですね。お百姓さんがそんなに困っとるんやったら、それは言うてやらないけん、

それが学校の先生の困ってる人を助けなさいという指導だと思うんですよ。子どもには助けてや

るけども、大人は助けてやらんとか、そういうことはまずないと思うんで、その辺のところを、

やはり、教育長、一緒に行きましょう、ね。どうですか。 

○議長（工藤 安雄君）  教育長。 

○教育長（加藤 淳一君）  学校給食会の組織については、私もまだ詳しく把握できてない面はあ

るんですが、先ほど言いましたように、いろんな物資の選定等も含めて、いろんな代表の方が入

る中で運営をされている組織だというふうに考えておりますので、十分そういう、農家の皆さん

の声も反映する中で、野菜等、いろいろ今全部給食会がという部分については、改善をされてき

ている現状ではないかなというふうに把握をしております。 

 今後、お米についても、そういう方向の論議がなされる場合も出てくるかなとは思いますが、

今時点でそういう現状であります。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  じゃ、教育長、よろしくお願いいたします。 

 それから、地産地消の中で、湯布院の中には旅館、ホテル、いっぱいあるんですけども、やは

り御飯を提供してるところがかなりあるんですけども、全部が全部、由布市産ではないという部

分があります。ここのとこの売り込みを、市のほうからは積極的にやってるのかやってないのか、

ちょっとお聞きします。 

○議長（工藤 安雄君）  農政課長。 

○農政課長（伊藤 博通君）  農政課長です。お答えをいたします。 

 湯布院町ということで限定をされているわけでございますが、私ども農政課といたしましては、

先ほど来、市長の答弁の中にあります由布市地産地消特産品ブランド化推進協議会、この協議会

を核といたしまして、市の政策と合致させ、今、由布市内産の農産物、それから、そういったも

のを原材料とした加工品、それぞれのＰＲに努めているところでございます。 

 それとあと、この湯布院の旅館、ホテル、それから流通業者という方々と生産者との触れ合い

ということで、来年、平成２７年の３月に、今申し上げました、由布市で生産をされております

特産品、それから加工品、それぞれの商談会といったものを開催する予定にしております。そう

いうふうにいたしまして、広くＰＲには努めているものと考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  そのときに、お呼びする方は、団体は、どのような方を想定して
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るのか、呼ぼうとしているのか、その方々がわかれば教えていただけますか。 

○議長（工藤 安雄君）  農政課長。 

○農政課長（伊藤 博通君）  実は先般この協議会を開きまして、この３月に向けての体制づくり

をしたところでございます。 

 それで、今後その商談会におきまして、どういう方々をお招きするかということにつきまして

は、今からそういった実行委員会の中で検討をして、また協議会の中で確認をしていくというこ

とでございます。 

 で、先ほど市長のほうから答弁をいたしました、平成２４年度、前回の食談会におきましては、

それぞれ湯布院の旅館、ホテル、山水館さん、それから玉の湯さん等々初めとした方々が参加を

していただいておるところでございます。 

 で、また今回につきましても、前回同様に参加をしていただいた方々には、当然声はかけさせ

ていただこうかと思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  旅館、ホテルのところはわかりましたけども、もっと大口がある

んですよね。自衛隊行けば１,０００人の隊員さんがおられるし、私がいた年金病院には

２９０人の患者さん、で、私がいたときにお米を買ってたんですけども、お米を買えない事情が

あってなかなか手に入らないときがあったんで、どこにそれを相談すればいいのかなと迷ったと

きもあります。 

 やはり１日に１,０００食出るところになると、かなりな消費になると思うんです。だから、

そのところを、そういう方をお呼びするときには、大口になりそうなところ、ぜひ声かけして、

来る来んは向こうのほうの都合でしょうけども、ぜひお呼びして、やはり今の現状、お米をつく

ってる農家の方がこのくらい困ってるんだというところを、皆さん、見せてあげないと、やはり、

ああ、そうだったんかという人もおるでしょうし、だから、その辺のところを、ぜひ声かけをし

ていただきたいなというふうに思うんです。農政課長、よろしいでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  農政課長。 

○農政課長（伊藤 博通君）  今のは御提案として受けとっといてよろしいんでございましょうか。

また、実行委員会等々の中で検討のほうしてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  ちょっと、歳入のほうに戻って申しわけありませんけども、この

前、大分銀行の前の湯布院支店長さんの話をちょっと聞く機会があったんですけども、観光予算
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に５,５００万円つけたら、経済効果が４億７,０００万円あったというようなことをお聞きしま

した。当然ながら、１次産業、２次産業の加工品、生産物は、やっぱり１億円前後の売り上げに

なるわけなんですけども、こういう何とかかんとかに予算をつけたというときに、経済効果はど

のくらいあったんだろうか、地元にどのくらいの恩典があったんだろうかというのは調査したこ

とがあるのかどうか、お聞きしたい。 

○議長（工藤 安雄君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（溝口 隆信君）  お答えいたします。 

 過去、由布市になってからはございませんので、現在、総合計画を策定する前の事前調査とし

て、経済動向調査を含めたところで産業連関表を今作成してるところでございます。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  やはり予算つける以上、経済効果も考えながら予算をつけていた

だければというふうに思っております。 

 それから、最後になりますけど、広告料、ことしの見たら６０万円だったか７０万円だったと

思うんですけども、この前私たちが研修行ったときに、市のバスに民間のコマーシャル用の広告

張ってるのがあったんですけども、由布市のバスを見ると、由布市のあれだけで、あとコマーシ

ャル的なものはほとんどない状況にあるんで、この辺のところで広告料を稼ぐ気持ちがあるのか

どうか。 

○議長（工藤 安雄君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（溝口 隆信君）  お答えいたします。 

 以前に、今、由布市のコミュニティバスを走らせるときに、パンフレットをつくっておって、

そこのパンフレットの一部に広告を民間さんから募集しまして、広告をやってるわけなんですけ

れども、バスやその他公用車についても以前検討した経緯がございますけれども、これから今議

員おっしゃられるような、歳入云々というふうなことになれば、さらにそういったこともこれか

ら再度検討していくべきかなというふうに思ってございます。 

○議長（工藤 安雄君）  加藤幸雄君。 

○議員（３番 加藤 幸雄君）  やっぱり気になる由布市の財政の歳入なんですけれども、小さな

ことからやはりコツコツとためていくちゅうか、増やしていく方法をやらないと、これからの由

布市の財政は大変だと思います。 

 私たちもできる限りの御協力はしたいと思いますので、皆さん方のアイデアと私たちの、余り

聞きたくないようなアイデアかもしれませんけども、あわせて由布市のために頑張っていきたい

なというふうに思いますので、みんなで力を合わせて、市長の言われる、住んでよかった、住み

たい、暮らしたい、そういう由布市にすれば、人口減にもならなくて済むんではなかろうかとい
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うふうに思いますので、皆さん方と一緒に力を合わせて、由布市のために頑張っていきたいと思

いますので、皆さん方と仲よく、力を合わせて頑張ろうじゃありませんか。 

 以上をもちまして、質問を終わります。（拍手） 

○議長（工藤 安雄君）  以上で、３番、加藤幸雄君の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（工藤 安雄君）  ここで、暫時休憩いたします。再開は、１３時といたします。 

午後０時03分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（工藤 安雄君）  再開します。 

 長谷川建策議員から、体調不良のため欠席届が出ています。 

 次に、１５番、渕野けさ子さんの質問を許します。渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  １５番、渕野けさ子でございます。午後一番になりますが、た

だいまより議長より許可をいただきましたので、通告順に従いまして、一般質問をさせていただ

きたいと思います。 

 まず初めに、今議会から加藤教育長、就任されましてまことにおめでとうございます。今後と

も、由布市の教育行政には、よろしくお願いしたいと思っております。 

 また、前教育長におかれましても、退職される前に置き土産として、一つお土産を置いていっ

てくださいました。それは、今議会に出されております議案第８０号に、由布市の奨学金制度に

関する条例の一部改正でございます。これは、一般質問で提案させていただきました、一時金の

貸与です。月々の高校生、大学生、専門学生の奨学金制度はあるんですが、入学するときに、や

はりその一時金の貸与があれば大変助かるという保護者からの御意見を届けさせていただきまし

たが、今回の議会に上程されております。前教育長には、お電話で大変失礼だったんですが、お

礼を申し上げておきました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 本日は、また地域から、古野は老人会と言わなくて、遊ぶ、遊々会なんですけど、遊々会の会

長さんを初め、また由布川１１自治区、自治委員の会長さんを初め、関係の自治委員さんから住

民の方々、地域の方々、たくさん応援に来ていただきました。本当に、大変緊張するんですけど

も、背中にしっかり頑張れという応援を身に受けて、最後まで頑張りたいと思いますので、どう

ぞ明快なる御答弁をよろしくお願い申し上げます。 

 私は、大きく今回４項目に分けての質問をさせていただきます。 

 まず初めに、都市計画道路について質問いたします。 

 挾間町は、昭和５１年の国立医科大学の開学により住宅地が拡大し、都市化が進みました。こ
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れを受けて、昭和５６年、都市計画区域が、そして昭和６１年には用途地域が指定されました。

昭和６２年１２月１１日には、９路線の指定が決定しております。しかしながら、長い間計画は

あるものの、現状を見ると絵に描いた餅に等しい箇所もあります。現状打開のため、また新時代

に沿った、将来を見据えた計画にすべきと思いますが、お考えを伺います。 

 １つ目、都市計画道路の見直しは。 

 ２つ目、周辺用途区域外から都市計画道路への接続の考え方は。それは、１つ、海老毛から上

市の生活道路の実現に向けての考えはどうなっているのかということです。 

 ２番目が、マイナンバー制度についてお伺いいたします。 

 ２０１３年、平成２５年５月２４日に、大変長い法律なんですが、行政手続における特定の個

人を識別するための番号利用等に関する法律。これは、以下はマイナンバー法というんですけど

も、長い名称の法律が平成２５年５月２４日に成立いたしました。 

 現在、地方自治体においては、年金の基礎年金番号、介護保険の被保険者番号、自治体内での

事務に利用する宛名番号のように、分野や組織ごとに個人を特定するための番号が存在していま

す。しかし、異なる分野や組織間で横断的に個人を特定するための番号はなく、異なる分野や組

織で管理している個人を同一人として特定することに手間を要しています。 

 そこで、複数の機関に存在する個人情報を同一人の情報であることを確認できるように、国民

一人一人に個人番号を付番し、各分野、各機関で積極的に利用できるマイナンバー制度が導入さ

れるようになりました。 

 個人番号の利用範囲は、年金、労働、福祉、医療を含む、社会保障分野と税、災害対策分野に

大きく大別されております。マイナンバー法では、２０１５年１０月に国民への個人番号の通知、

翌年、２０１６年１月に利用開始、２０１７年７月の地方自治体を含めた情報連携の開始に向け、

システム改修、業務運用の見直しなどが実施されます。本格実施までは時間がありますが、由布

市においても、マイナンバー制度導入に向け準備が進められていることと思われます。 

 そこでお伺いいたします。 

 １つ目、行政のメリット、個人のメリットまたはデメリットというふうに通告ではさせていた

だいておりますが、国の法律ですのでデメリットというのは言葉はそぐわないというふうに、私

は思いましたので、ここは、行政も個人も気をつけたいこと、注意深くしないといけないことと

いうふうに捉えてまいりたいというふうに思っております。 

 ２番目、このことについての啓発をどのようにされるのか。 

 ３番目、電子機器の容量には余裕があるとお聞きしています。各自治体として便利でメリット

のある情報を組み込むことができるのではないかと思いますが、そこはいかがでしょうか。 

 次に、３番目といたしまして、生活保護受給者に対する医療券の発行について。 
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 特定疾患を持つ方や子どもが急に病気、例えば土・日・祭・夜間になったとき、その都度、大

変心配で困っているとの声をお聞きします。 

 まず初めに、現状で困っている方の声、相談を聞きますか。 

 ２番目、スムーズに心配せず医療にかかれる方法は。お聞きしたいと思います。 

 ４項目め、最後です。由布川グラウンドのトイレ管理についてお聞きします。 

 由布川グラウンドを使用される方からの苦情が、内外問わず耳に多くします。トイレを水洗に

かえたらどうですかという質問です。そのことで具体的に一つ、年間どれだけの団体が使用して

いるのか、人数もわかりましたら教えていただきたいと思います。 

 ２つ目、これまでトイレの管理はどのようにしているのか、担当課はどうなっているのかも含

めて、これまでのことも含めてお伺いしたいと思います。 

 ここでの私の質問は以上ですが、再質問は自席にて行いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  それでは、１５番、渕野けさ子議員の御質問にお答えをいたします。 

 初めに都市計画道路の見直しについてでございますが、市は平成２５年２月に都市計画にかか

わる基本的な方針を定めた都市計画マスタープランを策定をいたしました。 

 その中で、長期未着手で実現性が低く、整備の必要性が低い都市計画道路については、住民の

合意形成、関係機関との調整を図りつつ計画の見直しを検討することとしておりますので、その

方針に基づいて今後も進めてまいりたいと考えております。 

 次に、周辺地域から都市計画道路への接続についての質問でありますが、新たな道路を接続さ

せる場合には、土地利用の方向性や地域住民のコンセンサス、道路構造にかかわる技術基準の遵

守など、さまざまな角度から検証する必要があると考えております。 

 次に、海老毛上市間の生活道路の整備の考え方でありますが、海老毛自治区と上市両自治区を

結ぶ道路につきましては、由布川地域と挾間地域をつなぐ広域的な幹線道路として位置づけ、昭

和５０年代ごろから整備を進めてまいりました。しかしながら、両自治区の中間付近にある市指

定文化財の海老毛横穴古墳群への影響や都市計画道路との整合性から、事業の休止を余儀なくさ

れているところであります。 

 今後の整備方針としましては、先ほど申し上げましたように、都市計画道路の見直しを行いま

して、街路計画の変更を事業の再開に努めてまいりたいと考えております。 

 また、海老毛横穴古墳群の対策といたしましては、古墳群に影響のない工法検討と関係機関と

の協議もあわせて行ってまいりたいと考えております。 

 次に、マイナンバー制度についてでございますが、議員も御承知のとおり、平成２５年５月に
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番号制度を規定した行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、

いわゆるマイナンバー法が成立したところであります。 

 これによりまして、平成２７年１０月より、個人番号１２桁番号が通知をされまして、平成

２８年１月から、年金、医療などの社会保障や税、災害分野における個人番号の利用が始まりま

す。由布市といたしましても、いち早く由布市社会保障税番号制度導入対策委員会の設置を図り

まして、さらには庁舎内の事務担当者連絡協議会連絡会議を設置して、番号制度に関する説明会

の実施、職員への学習会を実施し、番号制度への周知と研修を行ってきたところであります。ま

た、電算システムの共同利用８団体で、各分野ごとに、制度に係る研修会やシステム改修をする

ための事前準備を進めているところであります。 

 議員御質問の行政のメリット、個人のメリットまたはデメリットについてでございますが、ま

ず行政のメリットとしては、個人の情報が同一人の情報であるという確認を行うことができ、関

係機関への当該個人情報の照会、提供を行うことが可能となります。 

 また、関係機関等の連絡が行われることで、より正確な情報を早く得ることが可能となり利便

性の向上につながると考えております。必要な住民に対して、よりきめ細かな支援が期待される

ところであります。 

 また、個人のメリットについては、社会保障給付等の申請を行う際に今までは申請者がさまざ

まな添付書類等を付しておりましたが、今後は申請者が窓口で提出する書類が簡素化されること

となりまして、住民にとっても利便性の向上につながるものと考えております。 

 次に、啓発についてでありますが、現時点では内閣府が作成した啓発ポスター等を各公共施設

に貼って啓発に努めているところであります。今後は、市報への掲載、ホームページへの掲載等

を行って、市民に対して啓発活動に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、チップの空き容量の利用についてという質問でございますが、番号カードにはＩＣチッ

プが内蔵されております。このＩＣチップの空き容量の利用ができることとなっておりまして、

例えば、図書館カードや印鑑登録証など自治体が条例で定めるサービスに利用することも可能と

なっております。また、ｅ─Ｔａｘ等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されることに

なっております。 

 次に、生活保護受給者に対する医療券の発行についてであります。 

 通常、受給者が医療機関を受診する場合は、保護の実施要領に定められた医療扶助実施方式及

び生活保護法施行細則に基づきまして、保護変更申請書を各庁舎の窓口で記入していただき、診

療依頼書を医療機関の受付で提出し診療を受けることとなります。受給世帯の中には、特定疾患

を持つ方や子どものいる世帯もございます。土曜日・日曜日・祭日、また夜間等で急な病気の場

合は、直接医療機関の受付で保護受給の旨を申し出て受診をしていただき、必要書類については、
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後日、担当課と医療機関でやりとりをいたしまして対応しているのが現状であります。 

 以上のような状況でありまして、これまで大変困っているといった声は届いていないところで

すが、受給世帯には、担当のケースワーカーがついておりますので、困ったときに相談をいただ

ければと考えているところであります。 

 以上で、私からの答弁を終わります。他の質問につきましては、教育長より答弁をいたします。 

○議長（工藤 安雄君）  教育長。 

○教育長（加藤 淳一君）  教育長でございます。渕野議員さんより、また激励をいただきまして

大変ありがとうございました。質疑頑張ります。よろしくお願いいたします。 

 それでは、１５番、渕野けさ子議員の御質問にお答えいたします。 

 由布川グラウンドのトイレ管理について、年間どれだけの団体、人数が使用しているのかとの

御質問ですが、平成２５年度の由布川グラウンドの広場の使用団体は９団体、ゲートボール場は

４団体、合計利用人数は１万６,２０９人となっております。 

 次に、トイレの管理はどのようにしているのか、担当課はとの御質問ですが、くみ取り式のト

イレの担当課はスポーツ振興課でございます。これまでの管理は、要請に応じてその都度対応し

てまいりました。 

 また、トイレを水洗にかえたらとのことですが、グラウンド利用者から、子どもたちにとって

くみ取り式のトイレは危険であるため取り壊してほしいとの要望もありますが、トイレは必要で

あると判断しており、当面の間は定期的な清掃を行うとともに、今後、適切なトイレのあり方、

水洗化についても検討していきたいと考えています。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  ありがとうございます。では、一つずつ行きたいと思います。 

 まず初めに、都市計画道路の見直しはということで、先ほど市長からの答弁の中で、都市計画

マスタープランを平成２５年２月に策定されておりますが、この中にもしっかり見直しに向ける

ということが明記をされております。役割や必要性の変化を踏まえた都市計画道路網の見直し、

長期未着手で実現性が低く、整備の必要性等が低い、あるいは、そこは大体、数カ所、きちんと、

大橋赤野線及び同路線と接続する医大バイパス線の西側区間、それから駅前古野線の国道

２１０号線から南側区間については、住民の合意形成、関係機関との調整を図りつつ計画の見直

しを検討します。 

 このように、明確に見直すということを決められております。長い間、数十年間つくられたま

まになってて、私もいつも環境保全対策審議会ですか、例えばアパートが建ったり、いろんな、

その事業所が建ったりする、開発する中で、たびたび都市計画道路が図上では出てくるんですけ
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ども、どう見てもこれは実現不可能で、もう本当にこれは絵に描いた餅に過ぎないなと長年思っ

てきたんですけども、こうやって一般質問をさせていただくのは初めてですので、私も一生懸命

勉強させていただきました。そういう長い期間、マスタープランにもこういうふうに書いて表記

しているんですが、担当課長にお聞きしたいんですけども、これまで見直しとか、そういう部分

で検討されたことがあるのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（工藤 安雄君）  都市・景観推進課長。 

○都市・景観推進課長（大嶋 幹宏君）  都市・景観推進課長です。お答えをいたします。 

 これまで検討したことがあるかとのことでございますけども、実は、マスタープランを平成

２５年に策定しておりますが、その前段、平成２０年度に都市計画道路の見直しに関しまして、

整備と見直し案の検討を行っております。それで、今後の都市計画道路の基本案を作成をしてい

るところでございます。その計画案をもちまして、マスタープランで方針を平成２５年に示して

いるところでございます。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  それでは、基本的には、もう見直すという方向で進んでるとい

うことで受けとめてよいでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  都市・景観推進課長。 

○都市・景観推進課長（大嶋 幹宏君）  見直し検討の方向性は出てございますけども、今後、当

然見直すに当たりましては、マスタープランにもございますけども、やはり住民との合意形成と

いうのが大変必要になってきます。都市計画道路は、先ほど渕野議員からの質問にもございまし

たけども、昭和６２年に決定をいたしまして、二十数年かかっております。やはり、その間なか

なか道路決定はしておりますけども、実際の道路ができ上がっていないというようなこともござ

いまして、お示ししてから数十年間の間に、そこにおられる地権者の方、それから当然、各自治

区、関連する自治区の方々がおられますので、そういった方々にも十分説明をしながら、見直し

の方向を今後、やってまいりたいというふうに思ってございます。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  大変でしょうけども、見直す部分については、そんなに異論

等々はないと思い、私の推測では思いますので、大変でしょうけども、そこは着々と進んでいた

だきたいというふうに思っております。 

 それから、海老毛から上市に抜ける道路のことなんですけども、要するに、先ほどの回答の中

では、この都市計画道路があるがゆえに海老毛の途中でとまってる道路、海老毛から上市、山田
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線というんでしょうか。それができないというふうにお聞きしてるんですけども、この都市計画

道路が全て完了するまでじゃなくて、ネックはそれだけなんですかね。まずは、一番のネックは

それだと思うんです。そこは、建設課長、どうでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  建設課長。 

○建設課長（平松 康典君）  先ほど市長が申しましたように、海老毛横穴古墳群の対策と街路と

の整合性が一番のネックとなっております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  そのことに関しましては、二十数年間という時間をかけて、途

中でとまってる状態ですので、これからはとまった状態じゃなくて、前に進めていただきたいと

いうふうに思っております。 

 そこで、都市計画道路が廃止するのを待つのも大事なんですけども、それを廃止する動きと同

時に、その街路計画の計画を立てるということはできないものなんですかね。お互いに譲り合う

んではなくて、お互いに話し合って、なるべく早くそれが実現できるような方向に行かないかと

いうことをお聞きしたいんですけど、どうでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  都市・景観推進課長。 

○都市・景観推進課長（大嶋 幹宏君）  都市・景観推進課長です。お答えをいたします。 

 都市計画道路につきましては、既存の道路じゃなくって、今の計画道路としましては、新しく

道をつくるという計画をいたしているんですが、なかなか実現性が難しいということもございま

す。それで今後、今渕野議員さんが申されましたように、廃止を含め見直しの検討をしていると

ころでございますので、この辺は、今後住民の方にも御説明を申し上げたいと思いますけども、

現在の市道であります上市海老毛山田線という改良につきましては、途中段階で今改良が、もろ

もろ先ほど言いました、都市計画道路も含めて今のところとまってる状況でございますので、都

市計画道路の計画につきましては住民との方々の話を進めながらでございますが、あとは建設サ

イドのほうでのまた検討もしていくということになろうかと思っております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  建設課長。 

○建設課長（平松 康典君）  お答えをいたします。 

 都市計画道路には、将来の計画事業を円滑に進めるために建築制限が課せられております。街

路計画がある中で、並走した形での道路計画を進めていくことは大変難しいんではないかなとい

うように思っているところです。 

 現在、都市計画マスタープランの中で路線の見直しを図ることとしておりますから、見直し後
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に事業に着手していくのが望ましいんではないかと思っております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  それでは、具体的に申し上げたいと思います。 

 海老毛地区は、非常に災害も少ないし、周りが山等に囲まれていますので、大変地形的にはい

いとこなんですが、私が平成７年に挾間町議会議員になりまして、すぐ、特別養護老人ホームが

挾間町には１カ所もなかったので、もうとにかく特養をつくっていただきたいということで、話

ができまして、海老毛地区にできるようになったんです。そういう経緯があるんですよね。で、

ああ、よかった、土地も取得して、ああ、あそこにできるんやったらよかったということで、だ

ったら、あわせて道もよくなるんよねという考えも持ってたんですけども、突然場所が変更しま

して、今ある２１０号線沿い、特養はにぎやかなほうがいいんだというようなことを言われて、

あそこになったんですけども、やっぱり海老毛にならなかったのは、道路の関係だと思うんです。 

 ６月の請願にありましたように、あそこから小学校、中学校、高校生と通われております。若

い方々もやはり何軒か住んでおります。そういう中で、もう二十数年間も、もう本当、陸の孤島

で、これから災害時とかあったときにあの細い道を、本当に不安で生活が大変だということを、

その請願でありました、６月に。そして、それは全会一致で産業委員会で採択されました。その

中で、現地にも行っていただきまして御理解いただいたかというふうに思います。 

 私、思うんですけど、話がちょっとそれるんですけど、もう半世紀弱なりますか。昭和４３年

から見ますと、約半世紀弱ですね。由布川地域はその時代から比べたら１６５％強の人口増です

ね。それから、挾間地域が１３３％強のやはり人口増です。谷地域も１１％強の増になっており

ます。 

 そういうふうになった理由というのは、午前中、佐藤郁夫議員が社会的要因、少子高齢化の中

で何とか対策をというふうに力説されておりましたけども、挾間町の場合は、もうお亡くなりに

なられましたけども、前川野町長が大分医科大学を誘致したことによって、その由布川小学校も

閉校寸前だったんです、だと聞いております。それで、医科大が開学した後に、どんどん人口も

世帯も増えてきております。 

 公営、民営にわたる団地、大型団地だけではなく、民間の団地開発なども進んだのと、また時

代的にも核家族の社会になったのかなというふうに思いますが、そのように５０年弱かかるまで

に、やはり投資してきていることというのは、やっぱり先見を見越した、人口を多くするにはど

うしたらいいのかとかいう、そういう先見の考えが必要だったのではないかなと、午前中の一般

質問を聞いてて思いました。 

 その中で由布川は、今も、子どもさんも順調に、出生率も３町の中ではふえておりますし、そ
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ういった中で、やはりその石城地区と由布川地区を連結する海老毛上市線というのは大事な路線

になると、私は受けとめております。 

 ぜひとも、これは実現に向けてお願いしたいんでありますが、委員会での委員長の報告の中に

も、きちっとこれも明記してくれております。由布市道路網整備計画、平成２２年度策定では、

短期整備計画のベースとした道路整備計画候補路線として整備されていますが、中間部分で拡幅、

改良工事が中断していることにより、交通障害が発生し、通学路として使用する小中学生等の安

全性も危惧される状況にありますというふうに言ってくださっております。実情に即した都市計

画道路の整備、見直し、検討を行い、地域住民の安心・安全な生活道路を確保していくために、

協議や整理が整い次第、早急に実施計画路線として検討を進めていくべきものと判断されますと

いうふうに、委員会の回答の中にも、こういうふうに書いてくださっております。 

 こういう、大事な、大きな計画の生活道路の路線というものは、やはり地域住民の熱心な、熱

望する思い、それから議会の同意、御理解いただいたこと、あとは行政がどのように感じてそれ

を受けとめていくかだと、私はそういうふうに考えております。 

 今回、私はその都市計画道路について、見直すということも課長からお話をお伺いしましたし、

前向きにしていただくということもお聞きしておりました。それができたら、建設課としては、

廃止、見直しをしたら道路の建設にというふうにありますが、待って、さあこれから始めますじ

ゃあ、ちょっと遅いんじゃないかなと思うんですが、私、こうして地域の皆様方きょう聞いてく

ださっているんですけども、一般質問することによって、この道路の建設、新設が、一歩二歩じ

ゃなくて、三歩も四歩も進むかどうか、それをお伺いしたいと思います。副市長と市長に、それ

ぞれお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（工藤 安雄君）  副市長。 

○副市長（島津 義信君）  副市長でございます。この路線の重要性については、私も挾間町の出

身ですから、過去の経過も含めて、十分承知をしているつもりです。さまざまな法的な制約がご

ざいますんで、今まで都市計画道路の見直しにかこつけて先延ばししていた部分はあろうかと思

いますけど、現実に都市計画道路の接続路線の廃止も含めて、道路計画はどうあるべきかという

ことを建設課のほうでも既に検討をさせておりますんで、これを一つの契機として、できるだけ

早期に進められるように取り組んでいきたいと思います。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  先ほどお答えしたとおりでありますが、見直しと同時に工法を十分熟慮

して、古墳群に影響ないような工法で道路を建設していきます。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  力強い答弁をいただきました。本当にありがとうございます。
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どうぞよろしくお願いいたします。両担当課長も真面目に取り組んでくださっておりますので、

あとは、市長、副市長の、何ていうんですか、リードといいますか、積極性のある指示をしてい

ただければ、スムーズにいくんではないかというふうに思っておりますので、期待をしておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 次、マイナンバー制度についてお伺いしたいと思います。 

 私、通告では１３桁というふうに書いてるんですけども、先ほど市長の答弁では１２桁、個人

では１２桁、法人では１３桁というふうに課長からお聞きいたしました。私もこの勉強させても

らうまでは、全然意識の中になかったんですけども、やっぱりこれは、ちゃんと意識の中に入れ

ていかないといけないなというふうに思いました。 

 それで、私が行政のメリット、個人のメリットというふうにお聞きしたんですけども、今市長

が答えていただいたとおりなんですが、私のこのマイナンバー制の一番の願意は、最初の都市計

画の願意は海老毛上市線なんです。それで、都市計画のことを言わせてもらいました。それは、

ちょっと戻って悪いんですけど、今回のマイナンバー制度については、私のこの願意は３番目で

す。ＩＣチップというのがあるそうなんですけど、先ほども言ってましたけど、例えを言ってい

ただきました。例えば１０容量があったとしたら、行政のそのナンバーだけでは、３か４ぐらい

で十分足りると。そのあいてるところをどのように自治体が、市民の利便性のために知恵を出し

ていくかことを、私は聞きたかったもんですから、今市長がいろんなことを例えていただきまし

た。図書館カードあるいは印鑑証明とか、ｅ─Ｔａｘって税金の申請ですよね、そういうのとか

あるそうですが、やっぱりそういうのを先々に知ってて、そして、それをまた啓発、皆さんに御

理解いただくということも大事かと思いますが。 

 私、これで思い浮かんだのが健康台帳ですね、個人的に思ったことですよ。これは提案なんで

すけど、前にも一般質問で課長に健康台帳がつくれませんかというふうにお聞きしたことがある

んです。人とお金も要るし、それはちょっと今の時点では難しいというふうに言われたんですけ

ど、先日の大分合同新聞ではこのマイナンバー制とその医療機関との連携をすれば、例えば、県

外に行ったときのその人の病状とか履歴がわかるので、それで経費も安くなるのではというふう

なことも書いてました。 

 それで、私は何で健康台帳と言うかというと、今もう本当に海外に留学とか、海外に住まれる

方もそうなんですけど、行く方は大変多くなっております。そのたびに、予防接種の履歴とか、

そういうものをちゃんと要りますので、そういうのもちゃんと健康台帳をつくってしとけばいい

のかなというふうに、私は思ったもんですから。その健康台帳がそのチップの中に組み入れられ

たら便利じゃないかなというふうに、私、考えたんですね。そして、例えば、消防職員のお話を

お伺いしたときも、湯布院には観光客が多いと、で、あるとき、大阪から来た方が救急車で運ば
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れるようになって、その既往症というか、その人の、やっぱり、私もこの前救急車に乗ってちょ

っと人と一緒に行ったことがあるんですけど、今までの病歴とか、いろいろ聞かれるんですね、

細かいことを聞いて、そして病院に運んでくれるんですけども、そういうチップに健康カード、

台帳といいますか、そういうものが入ってたら、そういう救急隊員も困らないのではないかなと

いうふうに、単純に、私、便利だなというように思ったんですけども。そういうことも組み込ま

れるような、今段階じゃないと思うんですけど、今の提案なんですけど、総合政策課長どうです

か。 

○議長（工藤 安雄君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（溝口 隆信君）  総合政策課長です。お答えをいたします。 

 今議員おっしゃられるように、法律ができて半年で、組織的には立ち上がっておって、今それ

ぞれの税を初め、国保や介護や児童福祉や健康管理システムを含めて、それぞれのシステムをど

う変更していくかという作業に入ってるとこでございまして、今説明しましたように、ＩＣチッ

プには容量がかなりあるというふうなことは聞いておりますので、その空き容量をいかにその市

町村が独自の具体的な施策をその中に入れるかは、今システムをどのように改修するかの後に、

当然そういったことも検討するようなことになりますので、この健康管理システムの中に取り入

れられるのかどうかも含めて、検討はしていきたいというふうに考えてございます。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  私もちょっとＩＴには、どっちかというと苦手なほうなんです

けども、こういうことは早目早目に提案してたほうがいいのかなと思ったのでさせていただきま

したが、今、由布市は共同体、クラウドで８市町村でクラウドという形態でしてるんですけども、

例えばそういうのも、共同でしてるんですけど、由布市独自のものというのができるんですか。 

○議長（工藤 安雄君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（溝口 隆信君）  お答えいたします。 

 もちろん、クラウド、８市町村の共同利用ということでやってますので、その中で統一をする

ものと、そのほかに市町村で独自のものをつくれるようなことになるとは考えてございます。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  そのマイナンバー法の制度を見てみますと、非常に細かくて大

変だと思います。行政の職員、自治体の職員は、これを一元化していくための事務処理、それか

ら人、時間、もちろんそれにはお金がかかりますが、本当に多岐にわたることをしなきゃいけな

い時代に入ってきてるなと、非常に便利になるんですけども、もうそうなるためには人知れず会

議も何回も開き、そして順調に行くためにはさまざまな知恵を使い、法律に沿ってしなきゃいけ

ないというふうに、私は今回この法律を知ってからつくづくそういうふうに思いました。日々の
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皆さんの御尽力に、本当に敬意を表したいというふうに思います。 

 しかし、ちょっとせこいことを聞きたいんですけど、例えば今、税と料を一体的に収納できな

いかとかいうのがよく決算議会でも出てきましたよね。で、そういう税と料の滞納対策とかにも

それは発揮できるんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（溝口 隆信君）  予想でお答えするのも何なんですけれども、私もそこら辺の詳

しいとこまで今のところ把握はしておりませんけれども、今おっしゃられるようなことも含めて、

当然、関係課のいわゆるシステムとどう関連づけたそのシステムづくりをするかということにか

かってくるだろうと思っておりますので、今、議員がおっしゃられたことも含めて検討になるん

だろうというふうに思ってございます。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  いずれにいたしましても…… 

○議長（工藤 安雄君）  渕野さん、ちょっとお待ちください。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  はい。 

○議長（工藤 安雄君）  副市長。 

○副市長（島津 義信君）  補足というんではないんですけど、このマイナンバー制度というもの

は、さまざまなセクションごとにある番号を一元化しようというものでありますんで、先ほど出

ましたような税とか料とか、この市内の方でこの人とこの人が特定できないとかいうことであれ

ば、このことによっての利便性というのは上がるかもしれませんけど、現状では、その辺はしっ

かり把握ができておりますんで、このことによってどうこうということではないと思います。 

 １点、先ほどデメリットという言い方は不適切だというお話ありましたけど、一番大きな問題

というものは、やはり複雑な情報をチップの中に全部入れてしまって、その情報のセキュリティ

というものが、本当に守られるのかということはもう大変心配なので、どういう情報をどう入れ

るかということに関しても、個人が自分の、例えば医療履歴とかも、もしも、そのことを、その

プライバシーが露見するような形というものも、当然心配の中には、危惧されることの中にはあ

ることなんで、どういった情報を残余の部分に入れていけるかということについても、一方的に

押しつけるような形ではなくって、慎重な検討をする必要があるというふうに考えております。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  はい、よくわかります。いずれにしても、こういう世の中にな

っていくということを思いながら生活していかなきゃならないなというふうに、私も今回そうい

うふうにつくづく思いました。 

 このことにつきましては、来年、まだちょっとスケジュール等もある、国のスケジュール等も
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あると思いますので、徐々に見守りながら、また提案していこうかなというふうに思っておりま

す。 

 時間も少なくなりましたので、次に行きます。 

 生活保護受給者に対する医療券の発行について、現状では困っている方の声を聞きませんとい

うお答えでした。なかなか生活保護を受給している方は、そういうとこまで言い切らないと思い

ます。本当にこれは、喘息系のある子どもさんがいらっしゃって、そういうときに限ってちょっ

と悪くなってと言って、大変心配しておりました。 

 なぜこの質問をしたかというと、大分市は何カ月か分の医療券があるのに、それがあったら、

私たちもそんなに心配しなくていいのにという、そういう声。それから、あるとき急にけがをさ

れて病院に行かなきゃいけなかったのは日曜日。それで、結局どこに言えばいいのか、行っても

いいのか悪いのかもわからない、市役所もお休み、どうしたらいいんでしょうかという、そうい

うお声も聞きました。 

 そういうことがあったもんですから、なるべくその受給者に対しての医療券ですね、今、結構、

後でもいいですよというふうな形で言ってくださってるとは思うんですけども、既往症のある方

とか、そういう方は病院と連携とっていろんな、各自治体でいろんなアイデアを持って、いろい

ろしてくださってるところもあるのも事実です。これはまた、ちょっと時間がないので委員会等

でもお話できたらなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。 

 最後に、由布川グラウンドのトイレの管理ということで、教育長から御答弁をいただきました。

２５年度は９団体で、ゲートボールをされる方は４団体、１万６,２０９名、年間ですね。私も

う何年も前から、これ、苦情聞いてたんです。それは、ある保育園が毎回あそこで運動会をされ

るんですね。そして、運動会したときにもう、いっつもあそこがいっぱいで、もう子どもが行き

きらんと。そして、何か、虫も湧いて怖いというふうに聞いたんですね。それで、そのたびに、

私、どこに言っていいのかわからないので、地域振興局長に、挾間にあるもんやから挾間でせん

と悪いんやないのと言って、その都度、運動会になるとそういうふうにお声かけさせていただい

てたんですね。 

 ですが、やはり由布川の１１地区の区長さん方の強い思いで、古野自治区の遊々会のメンバー

もゲートボールは週に１回、だから、月に四、五回は行きます。古野だけじゃなくてほかの自治

区の方もですね。そして、そういう中で、もう夏になると、本当に、私も行ってみましたけど、

ふたはあるんですけど、本当にこう汚くて、子どもは本当怖くてできないと思います。 

 さっきの答弁では、取り壊そうか、廃止しようかというふうに答弁の中にありましたけども、

やはりこれだけの人数が利用されるスポーツ場ですので、廃止はちょっと、隣の福祉関係の建物

のトイレは鍵を１回１回借りてしなきゃいけないので、もう本当に面倒なんです。ですので、そ
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の実情をしっかり言っていただいて、ぜひ水洗でできる方向でしていただければというふうに、

強い強い願いがありますが、当面は、例えば、シルバー人材センターさんですか、かどこかわか

りませんけども、どこかに委託していただいて、掃除、定期的に見回っていただく。でも、少年

野球の方は子どもが使ったら子どもに掃除をさせると言ってました。けど、本当に行ってみてく

ださい。もう本当に汚くて、子どもが行くのには大変怖い、夏になると本当にウジ虫がいっぱい

湧いて不衛生です。 

 あそこは場所も大変いいので、トイレはぜひ新年度予算の中に、もう決まってるかもしれませ

んけどちょっと入れていただいて、水洗にしていただけるとありがたいなというふうに思ってお

ります。きょうは、その遊々会のゲートボールを使う方々が応援に来てくれてますので、ぜひ、

教育長、そこはお酌み取りいただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  教育長。 

○教育長（加藤 淳一君）  お答えいたします。 

 今、要望のありましたトイレ、そのほか体育関係の施設等、市内たくさんあるんですが、緊急

性とか、あるいは要望の強いもの含めて検討はしてる段階ですので、今そういう危険な状況や不

衛生な状況等もお聞きしましたし、私も現地を行ってみて、もう一つの水洗のある施設もあるん

ですが、鍵がかかってる等、非常に使い勝手が悪いというようなことも聞いておりますので、そ

のトイレも含め、どういうトイレがいいのか、水洗化については今の時点で早急にというふうに

は思っておりますが、全体のトイレをどうするかということを踏まえて、その辺も今後検討して

まいりたいというふうに思っております。 

○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  ありがとうございます。トイレというのは本当に人間、生理現

象で「出物腫れ物所嫌わず」ってよく言われますけど、これは本当に、人間誰しも生理現象があ

ります。冬なんかは、やっぱりだんだん、若いときはそうでもないんですけどトイレが近くなる

んですよね。もうそういうこともありまして、トイレというのは本当に大事な、大事なトイレ、

されどトイレ、だけど本当に大事なトイレというふうに、私は思っております。 

 観光客の多い湯布院町におきましても、やっぱりトイレがきれいでなくては、来られる方も不

愉快な思いもされることもありますし、やはり生活する、そういう利便性の高いグラウンド等は

やっぱり優先順位が高いんではないかなというふうに考えます。市長、最後、どうでしょうか。

そのことに、トイレ。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  先ほど教育長が答えたとおりで、水洗にするのが一番ベターであると思

います。そういうことを含めて検討してまいりたいと思います。 
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○議長（工藤 安雄君）  渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君）  ありがとうございます。きょうは本当に海老毛上市線のこと、

それから由布川グラウンドのトイレの管理、それから生活保護の受給者に対する医療券の発行に

ついてのことに、そしてマイナンバーというふうにさせていただきましたが、地域の課題はたく

さんあります。海老毛の横穴古墳群というのは市の指定文化財になっておりますし、あそこもや

はり守らなきゃいけない。あそこには１４基の、典型的な古墳時代後期の横穴のものだというふ

うにお聞きしております。 

 本当に、地域の方の熱意、それから議会の議員の皆様方の御理解、そして、あとは行政の方の

積極的に取り組んでいただけるというそういう思いを感じましたので、私の一般質問は以上で終

わりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（工藤 安雄君）  以上で、１５番、渕野けさ子さんの一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（工藤 安雄君）  ここで、暫時休憩いたします。再開は、１４時１０分とします。 

午後１時56分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時10分再開 

○議長（工藤 安雄君）  再開します。 

 次に、１３番、佐藤友信君の質問を許します。佐藤友信君。 

○議員（１３番 佐藤 友信君）  １３番、佐藤友信です。議長のお許しが出ましたので、通告順

に従いまして、一般質問させていただきます。 

 先ほどまでは、傍聴の方がいっぱいいらっしゃったんですけど、人気のなさがわかりました。

きょうは、大きく５項目について質問をしたいと思いますので、明快な御答弁をお願いしたいと

思います。 

 それでは、質問に入ります。 

 県道別府挾間線、挾間郵便局から赤野区間、改修工事の進捗状況と今後の予定について。 

 朝の交通渋滞の中、小中高校生の通学時が危険にさらされ、いつ重大事故が発生してもおかし

くない状態です。県に道路改良を要請しているのでしょうか。また、菊家北方入り口は、図面が

でき上がっていると聞いていますが、その後、どうなっているでしょうか。赤野菊家間は、菊家

が進出したときに道路改良をするという旧町時代の約束があると聞いています。どのようになっ

ているのでしょうか。 

 ２番目、湯平温泉の泉源の状況と今後について。 

 先日、泉源管理組合長さんと泉源と管路を見て回る機会がありました。湯平温泉の問題点を知



- 74 - 

ることができました。泉源が５カ所あり、各ブロックごとに配湯していて、１カ所の泉源がから

になった場合、ほかから補うことができないため、予備の非常用装置を設置している状態です。

２号泉源は特に養分が多くて、年に一、二回、水中ポンプ、これは温泉をくみ上げるポンプです

けど、ポンプの入れかえと配管部は３カ月に一度、取りかえを大型クレーンを使って行っている

との説明を受けました。 

 また、湯平温泉は飲泉を売り物にしていたが、今ではそれも中止になっています。管路の傷み

はひどく保温材も外れ、管むき出しの箇所も多くある状態です。泉源は行政の仕事、管理は地元

と聞いています。現状で小さなお金を入れるより、年次計画を作成して、国が今進めている創生

事業など利用できないか検討すべきではないでしょうか。今ある泉源、管路を見つめ直す必要が

あると私は思います。そのために、まず調査費をつけるべきではないでしょうか。 

 ３番目、農業振興資金の立ち上げをしませんか。 

 ことしの農家は、前例がないくらい低温長雨で、米のできもよくなく、誰もが平均七、八十％

のできといいます。ＪＡの買い入れ価格も前渡し金４,３５０円くらいと非常に安くて、正月が

越せるのかなという心配の声があります。 

 そこで提案ですが、農家が今、大分市で市のお金をＪＡに委託して、窓口をＪＡにして、農家

が比較的楽に融資してもらえる農業振興資金の制度があります。信用保証協会が保証するため保

証人が不要です。農家は助かっていると聞いております。この制度を由布市にも導入する考えは

ないでしょうか。 

 ４番目、国道５００号を由布市から九重町まで延長する考えはないか。この質問は以前にもい

たしましたが、再度いたします。 

 市長は、よく御挨拶の中で、ジオパーク構想の話をします。私も大賛成です。九重町の大吊橋

には、たくさんの観光客が来ます。その観光客を阿蘇野の男池、そしてまた由布川峡谷へと回っ

ていただき、宿泊は湯布院、湯平、こういう巡回の方法はできないか。阿蘇野の県道田野庄内線

は非常に地形が険しく、工事費がたくさんかかっております。私もこの路線の改修には８年間、

市議としてかかわってまいりました。由布市の負担は１５％と、またこれも大きな負担をしてお

ります。国道はつくらないと聞いておりますが、今、別府でとまっている５００号を延長すると

いう話なら可能と、私は考えております。中津、宇佐、別府、九重、竹田、大きく巻き込んだ観

光道路として、国への働きかけをしてほしいものです。もし、国道に昇格したならば、由布市の

負担はゼロになります。 

 最後に、畜産振興について。 

 現在、大分県には２つの、豊肥、玖珠の家畜市場があります。 

 畜産農家の減少とともに、出荷牛の数も減少していると聞いています。将来的に大分県１カ所
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の市場にしないと、価格安定と出荷牛数の確保が厳しいと聞いております。県のほうへ由布市と

して働きかけをしてほしいものです。 

 また、龍原のしろやま検査場に駐車スペースが少なく、牛がＵ字溝に落ちる心配もあります。

Ｕ字溝にふたかけをして、駐車場の確保と牛の安全を考えてほしいものです。 

 質問は以上です。再質問は自席で行います。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  それでは、１３番、佐藤友信議員の御質問にお答えをいたします。 

 初めに、県道別府挾間線の進捗状況と今後の予定についてお答えをいたします。 

 県道別府挾間線は、別府市と挾間町を結ぶ主要地方道でありますが、未改良で幅員が狭く、特

に、北方工区は幅員が狭い上に通行量も多いことから、大分県議会土木建築委員会への要望書の

提出や、別府挾間改修促進期成会を通じての要望活動を行っているところであります。 

 北方工区は、平成２３年度より改良事業に着手していただいておりまして、計画延長は

７２０メートル、幅員は車道６メートルで片側歩道の全幅９.７５メートルの道路を計画してお

ります。平成２５年度までに路線測量、道路詳細設計、用地測量等を実施をしております。 

 今後の予定といたしましては、事業用地の取得に全力で取り組んでいくと伺っているところで

あります。 

 また、菊家さんを企業誘致する際の約束につきましては、承知はしておりませんが、県道別府

挾間線、北方工区の整備の必要性から大分土木への整備促進の要望は、機会あるごとに行ってい

るところであります。 

 次に、湯平温泉の泉源の現状と今後についてでありますが、湯平温泉には市有泉源が５つあり

ます。うち３つの泉源に係る温泉配湯施設は、湯平温泉集中管理事業組合へ昭和５４年に無償譲

与を行い、泉源の使用についても無償で供与しているところであります。 

 また、観光客や地元の方々が利用される５つの共同温泉は、残りの２つの泉源で賄っておりま

す。この共同浴場の施設管理は、平成１４年から地元湯平区へ委託しているところであります。

これまでも、湯平区からの要望による施設改修等を行ってまいりましたが、湯量の確保や飲料泉

源の活用のための施設整備を含めた大規模な改修について、湯布院地域内の均衡を保つため、湯

布院地域振興課と連携をしながら、地元湯平区と管理運営について協議をしてまいりたいと考え

ております。 

 次に、農業振興資金の立ち上げをしませんかとの提案でございます。 

 大分市で制度化している農業振興資金貸付制度は、農業者の経営の安定を目指すとともに、農

業の振興及び基盤強化を図ることを目的とした制度だと伺っております。 

 由布市における農業経営改善関係資金の貸し付けに関しましては、公庫資金や農協等、民間金
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融機関の貸し付けを利用していただいておりまして、現在のところ、本制度の創設については考

えておりませんが、その必要性につきましては今後研究してまいりたいと思います。 

 次に、国道５００号を由布市から九重町まで延長する考えはとの御質問でございます。 

 一般国道の路線指定には、道路法第５条で、重要都市または人口１０万人以上の市と高速自動

車国道または主要国道等連絡する道路や２以上の市を連絡して高速自動車国道または主要国道に

達する道路、港湾、飛行場または国際観光上重要な地と、高速自動車国道または主要国道と連絡

する道路などの指定要件が定められております。 

 このように、県道を国道昇格していただくための要件は、かなり高いところでございますが、

路線指定への調査研究とあわせて、道路管理者である大分県と協議を行ってまいりたいと思いま

す。 

 次に、畜産振興についてでありますが、大分県内の家畜市場につきましては、家畜市場を１カ

所に集約することは、現在のところ、全農や大分県から具体的な方向性は示されておりませんが、

情報の収集に努めて、どのような方向性がベストなのか、他の市や町の動向を見ながら考えてま

いりたいと思います。 

 次に、しろやま畜産検査場の運営についてでありますが、多くの来場者がみえる由布市畜産品

評会と大分地方畜産共進会のときは、隣接する市道脇を臨時の駐車スペースとして利用いたして、

交通指導員の方たちなどの協力を得ながら、交通安全には配慮をしているところであります。 

 今後は、牛の安全性につきましても総合的に判断して取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤友信君。 

○議員（１３番 佐藤 友信君）  それでは、順番に再質問させていただきます。 

 まず、別府挾間線ですが、先ほど渕野議員の質問にもありましたが、大分県の道路課と話した

んですけど、なぜ何松医院から下をやらないんですかと、僕が聞いたことあります。そしたら、

挾間町の都市計画道路があるから、あの道路ができないとうちは計画を待たないという話があり

ました。渕野議員の話の中にもあったんですけど、やはりあの道路ですかね。ジャスコから中学

校方面に抜け出る道路、あれをするかしないかということを早く結論出さないと、挾間町の道路、

県道は２１０号まで一切つなげないような状況というのがあります。そういうところを建設課長、

どのように考えますか。 

○議長（工藤 安雄君）  建設課長。 

○建設課長（平松 康典君）  建設課長です。お答えいたします。 

 先ほど都市・景観推進課長が申しましたように、都市計画街路の見直しを行うこととしており

ます。その街路の見直し後に事業の計画など立てていきたいなというふうに考えております。 
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 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤友信君。 

○議員（１３番 佐藤 友信君）  この計画があるから本当に何も進まないというのが現状です。

実際、大分県の県土木なんか喜んでます。この計画があるから、あれから下は当たらなくていい

んだと。由布市が道路を先につくっていただいて、それから私たちはそれにつなぎましょうとい

う話を何回も聞いてます。だから、これ廃止するなら廃止するということをきちっとやっていか

ないと、何事も前に進まないというのが現状だと思います。副市長、これについてどのように、

挾間ですので、思ってます。 

○議長（工藤 安雄君）  副市長。 

○副市長（島津 義信君）  街路については、今建設課長が答えたとおりだと思います。以前から、

県道は県道としてのということで、要望はずっとしてきておりまして、計画まではもう既に終了

してる状況なんですけど、今の何松医院のところから下の部分ですね、そのことについては、こ

れまでも余り、とりあえずあそこまでのことがまず第一だったので、余りそこまで深く考えたこ

とはございません。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤友信君。 

○議員（１３番 佐藤 友信君）  大体、大分県の考え方として、県道から県道、県道から国道と

か、そういうのを１工区とかいったとき、普通考えるんです。改良するときに、赤野から下の

２１０号までを１路線と考えて、その中を１工区、２工区とこう区切っていくわけですが、まず

下の路線を考えないというのはこの計画があるから考えないということです。だから、北方入り

口からとりあえず菊家の入り口までを考えましょうというのが、前回までの考えじゃなかったん

かなと、私は思います。 

 私は、三、四年前ですかね、北方の区長と一緒に県土木のほうに、何とかここは危ないからし

てくださいということで行ったことがあります。かなりよそから批判もあったんですけど、由布

市の住民が困ってるということで、私もこの道路をよく通ります。そういう面から、県土木のほ

うにお願いに行ったこともあります。 

 そういうときに、何松医院から下は計画をしないと。本当に、喜んでそういう返事をしてもら

えるような状況です。やはり早く、この路線、本当に危ないと思います。職員の方もこの路線通

る方、多いと思うんですけど、朝は小学校、中学校、そしてまた保育園、幼稚園があります。保

育園、幼稚園は下から上がってくる人も多いし、陣屋市場を通って農協の駐車場を抜けて上がっ

てくる人もいっぱいいます。本当にここは、上から下から、車が本当に集中してるような状態の

箇所です。ここに歩道がないとか、やはり子どもたちの安全が図れてないというのは、行政とし

てももう少し力を入れて、強力に推し進める必要があるんじゃないかなと思っております。 



- 78 - 

 挾間振興局長、よくこの道通ると思われるんですけど、どのように感じてますか。 

○議長（工藤 安雄君）  挾間振興局長。 

○挾間振興局長（柚野 武裕君）  挾間振興局長です。お答えします。 

 確かに、道が狭くて、通行にちょっと支障があるというような感じを受けておりますが、逆に

そういった道であるために、皆さんが注意して、減速して（発言する者あり）通っているときも

ございますが、離合できない箇所がございますので、早急な改修が（発言する者あり）望ましい

と思っております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤友信君。 

○議員（１３番 佐藤 友信君）  済いません。振興局長の前の市道が広くなったもんで、下のほ

うはいいんかなというような感じかなと受け取りをしました。 

 まず、やはり子どもを守るためにしっかりした歩道をつくると、こういうことを真剣に考えて

いかないと、前途ある将来、挾間町、由布市を背負っていく子どもたちが危ないということを頭

に入れて、もう少ししっかり陳情していっていただきたいと思います。 

 それと、図面のほうできて、もう土地交渉には入られてるんですかね。 

○議長（工藤 安雄君）  建設課長。 

○建設課長（平松 康典君）  お答えいたします。 

 平成２３年度より事業に着手をしておりまして、平成２５年度までに測量設計が終えておりま

す。現在、用地の取得に全力で取り組んでいただいているというように伺っております。その用

地の取得ですが、複雑な相続権とか境界の筆界未定がございまして、なかなか前に進まない状況

だというように伺っております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤友信君。 

○議員（１３番 佐藤 友信君）  用地の難しいところは一部だと、私は思っております。そうし

た中で、やはり協力して土地を出しましょうという人がもう９０％いらっしゃるわけですから、

工事のほう早くかかってもらえるよう、積極的に行動してもらいたいと思います。用地が全線で

きないと工事にかからないとか、そういう話じゃないですよね。 

○議長（工藤 安雄君）  建設課長。 

○建設課長（平松 康典君）  土木に伺ったところ、工事ができる一定区間の用地取得にめどがつ

いたところで事業に着手をしたいということで、取得用地が虫食い状態にならないように努めて

いきたいというように伺っております。 

 以上です。 
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○議長（工藤 安雄君）  佐藤友信君。 

○議員（１３番 佐藤 友信君）  この計画も最初、本来、道路を改良するときは、県の道路課の

改良班が行うんですけど、この路線は都市計画班ですかね。そこが受け持ってるんです。多分、

余り予算いっぱい持ってない課だと私は思ってますので、できたら改良班のほうにかえてもらっ

て、改良班でやると一気にできるのかなと考えております。 

 それから、土地の取得の件もあるんですけど、こういうのに行政が動いたとか、市の職員がち

ょっとお手伝いをしたとか、そういうお話はあるんですか。 

○議長（工藤 安雄君）  建設課長。 

○建設課長（平松 康典君）  お答えいたします。 

 用地交渉は、大分土木事務所のほうで行っております。内容について、詳しくは知らされてお

りません。要請があれば、御加勢をしていきたいなというふうに思っておりますけども、用地交

渉に際しての要請は今のところございません。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤友信君。 

○議員（１３番 佐藤 友信君）  県と密にして、私たち議員ができることがあれば、私たち議員

もお手伝いしながら、早く進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

 続きまして、湯平温泉の件についてお伺いします。 

 先般、長谷川産建委員長と湯平を歩く機会がありました。それで、組合長さんと一緒に（発言

する者あり）選挙運動ではありません。ほんとに温泉管理組合の組合長さんが長谷川委員長に、

１回見てくれんかということで、私も前産建委員長をしていましたので、一緒に歩こうかという

のが真面目な答えです。その中で、湯平を見て歩くことができました。 

 私は、湯平温泉というと、ほんとにポスターで見たときに、すばらしい石畳とすばらしい光景

があっていいところだなと、ほんとに昔からあるすばらしい温泉街だなと思っていたんですけど、

温泉の泉源を見て、少しびっくりしました。補助熱源自体があることに、ほんとに非常に残念な

思いをいたしました。 

 私たち、以前、産建委員のときに、草津に研修に行きました。そのとき、草津は泉源が１カ所

ですか。それをみんな旅館に配湯して、それでみんなが一緒に取り組んでいるという、ほんとに

すばらしい温泉街だと思っています。湯平は、高さがいろいろ泉源の位置が違うんですけど、私

は自分の考えとして、泉源、５カ所のお湯を１カ所に集中して集めて、上のほうに市の土地があ

ります。そこに集めて、そして均等にみんなの旅館に配湯したら、不足する泉源とかそういうの

が賄えるんじゃないかなと思っています。 
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 それと、２号泉源に関して、ほんとにポンプ１台が幾らするんか、私はその値段まで聞かなか

ったんですけど、年に１回から２回入れかえる。パイプに至っては、３カ月に１回入れかえる。

深さ、ちょっと忘れましたけど、泉源の横にパイプを山積みしているんです。交換ですけど。そ

れを３カ月に１回、クレーンを雇って入れかえるんだという話を聞きました。何でこんなことを

するんだろうなと、私はほんと不思議でたまりません。 

 管理組合のほうもお金がないんで、高いパイプは買えないというような話もありました。今の

管の技術で、硫黄に勝つというんですか、硫黄に負けない配管もあります。管もあります。ポン

プも、１０年ぐらいもつポンプもあります。そのかわりかなり高いんですけど。そういうのに入

れかえてやったらどうかなとか、いろいろ話したりしたんですけど、そういうのがあったらぜひ

とも教えてくださいというような話もありました。 

 玉造温泉のほうですか、この温泉組合の人たちも研修に行ったそうです、やっぱりそういうの

を視察に行ったそうです。皆さんやっぱり努力を真剣になされているわけですけど、まず何とい

っても湯平自体、全部を見直して、まず温泉を５カ所を１カ所に集める。そして配管をきちっと

ひき直す。そんなことをやっていかないと、今のままじゃお湯はあるところはある、ないところ

はないというような、ほんとに厳しい状態が続くんじゃないかなと思っています。その点につい

て、湯布院の振興局長、どんなふうにお考えですか。 

○議長（工藤 安雄君）  湯布院振興局長。 

○湯布院振興局長（加藤 勝美君）  湯布院振興局長です。お答えいたします。 

 これまで、地域要望として温泉の修繕等の要望書は、地元である湯布院地域振興課に提出があ

りました。内容等については、これら把握をしております契約管理課と今後地元とで協議を行っ

てまいりたいと思っております。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤友信君。 

○議員（１３番 佐藤 友信君）  湯平温泉の泉源が契約管理課と僕は聞いて、ちょっとびっくり

したんですけど、何で契約管理課なんでしょうか。教えてください。 

○議長（工藤 安雄君）  どなたか。契約管理課長。 

○契約管理課長（衛藤 公治君）  お答えいたします。 

 お答えになるかわからないんですけど、私もその辺ちょっと詳しくはわかっていません。済み

ません。一応市有泉源ということで、市の財産になるということでうちが管理をしているという

ことで、考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤友信君。 

○議員（１３番 佐藤 友信君）  性質上からいったら、私は振興局が持つのが本来じゃないかな
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と思う。そこの泉源の周りの土地のあれは契約管理でもいいんですけど、温泉のいろんなことを

するのに、まず振興局が携わっていかないと、地方というんですか、湯平の振興にならないんじ

ゃないかなと思うんですけど、その点、副市長、どんなに考えますか。 

○議長（工藤 安雄君）  副市長。 

○副市長（島津 義信君）  副市長です。 

 今契約管理課長がお答えいたしましたように、契約管理課のほうで管財係を持っておりますの

で、市有財産としての管理を契約管理課で行っているということで、実際の運営につきましては

もう委託してやっておりますので、現在のところ、運営に関しての直接な担当の係というものは

ございません。 

 今おっしゃられたように、振興局が関与してないということではなくて、そういう申し出等に

つきましても、振興局のほうにも当然出ていっておりますので、どこかに投げっ放しとかいうこ

とで対応しているわけではなくて、振興局のほうでも一定の関係を持っているということでござ

います。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤友信君。 

○議員（１３番 佐藤 友信君）  わかりました。 

 それでは、振興局長にお伺いしますけど、私が今まで話したんですけど、５つの泉源を１カ所

に集めてやりましょうという話に対して、局長はどんなふうに思われますか。 

○議長（工藤 安雄君）  湯布院振興局長。 

○湯布院振興局長（加藤 勝美君）  お答えします。 

 そういうことをするのが一番よいとは思いますけれども、莫大な予算等も伴いますと思います

ので、さっき言われました予算を担当いたします、持っている課とも協議しながら今後の方向を

見ていきたいと思います。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤友信君。 

○議員（１３番 佐藤 友信君）  莫大な予算って言われるんですけど、計算したことがあります

か。 

○議長（工藤 安雄君）  湯布院振興局長。 

○湯布院振興局長（加藤 勝美君）  済みません。そこまで計算はしておりませんが、大体そう思

っております。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤友信君。 

○議員（１３番 佐藤 友信君）  多分、僕の考えでは３億円ぐらいかかるんかなというふうに思

っています。ですから、今、地方創生事業とか、国、県のお金を入れて由布市の出し分を少なく

するとか、いろんな考え方が私はあるんじゃないかなと思っています。それにはまず由布市自体
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が５カ年計画なり立てて、しっかり計画を持って、この温泉場をどうするんだという考えを持た

ないと、上に対しては物を言えないんじゃないかなと思っています。そういうので、調査費をつ

けて、ほんとに実際どのくらいかかるんかな、そんなのを調査をできるような予算づけはできな

いですか、振興局長。 

○議長（工藤 安雄君）  湯布院振興局長。 

○湯布院振興局長（加藤 勝美君）  湯布院振興局長です。お答えいたします。 

 調査費をということでございますけれども、先ほど言いましたように、今後協議しながら考え

ていきたいと思っております。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤友信君。 

○議員（１３番 佐藤 友信君）  済みません。周りの人が市長に言えと言ったので、市長、済み

ません。市長、調査費をつけていただけないですか。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  今、先ほど、振興局長が申しましたけれども、この点については、もう

少し十分検討する必要があると思っています。今言われるような３つを１つ上に上げてやるとい

うその是非論とかいろんなことも含めて検討する必要があると思っています。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤友信君。 

○議員（１３番 佐藤 友信君）  いずれにしても、湯平温泉自体のほんとに死活問題になってい

くんじゃないかと思っています。早いうちに手を打って、何とか古い伝統のある湯平温泉を守っ

ていっていただきたいと思います。 

 それでは、次に農業振興資金についてです。 

 これ何が一番魅力かといいますと、無利子というのがほんとに魅力なんです。 

 今、市長の答弁では、農協の借り入れ等の話がありました。みんな利息がつきます。これは無

利子なんです。だから、今大分市もやっているし、中津、竹田もやっているんじゃないですか。

きちっとしたところを知らないんですけど。まだこれをやろうという市も、今あると聞いており

ます。まず、負担がかからないように、無利子ということで。 

 大分市自体はそんなに大きい金額をＪＡに積んでいるわけではありません。これがあることに

よって農家が借りやすくなるということもあります。窓口全てＪＡでやりますので、市のお金を

ＪＡに預けるだけで、また１年たてば幾ら使ったかというのがわかるし、１回市のほうに戻して、

そして４月になってまた新しくお金を積むというような制度になっていると思います。 

 ほんとにこれ大分市やって、みんな人気があります。借り入れの金額のほうも二、三年前にま

た金額をふやすような、融資枠をふやしたというような経緯もあります。今、金利が安いんです

けど、やはり利息があるということで、皆さん遠慮がちなんですけど、これは自由にどんどん借
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りていくというような利点がありますので、研究じゃないで、もう少ししっかり取り組んでいっ

ていただきたいと思います。農政部長、どんなふうでしょうか。ごめん、農政課長。 

○議長（工藤 安雄君）  農政課長。 

○農政課長（伊藤 博通君）  農政課長です。 

 ただいま御提案をいただきましたこの農業振興資金貸付制度につきましては、先ほども市長が

答弁をしたとおりでございまして、今、私どももこういった制度につきましては何も実施をして

おりません。ただ、由布市といたしまして、農業者などの方に農業資金として融資をするものと

いたしましては、先ほども申し上げましたように、公庫資金や農協等民間の金融機関の貸付制度、

そういったものを活用していただいているところでございます。 

 今、議員さんから御指摘がありました無利子のこういった制度はどのようにするかということ

でございますが、この大分市の制度をこちらもちょっと勉強させていただいたんですが、大分県

農業信用基金協会の保証を受けられる方というような融資対象の条件もついているようでござい

ます。私どもといたしましても、市内にいらっしゃいます農業生産者の方々等々の意見も聞きな

がら、今後の研究課題というふうにさせていただければというふうに考えているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤友信君。 

○議員（１３番 佐藤 友信君）  この振興資金は、ほんとにいい制度だと私は思っています。課

長、もう少し早急に勉強されて、早く取り組めるようお願いしたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

 それでは、私の夢であります国道５００号に関して再質問します。 

 九重の大吊橋には年間どのくらいだったですか、８００万ですか。ほんとに多くの観光客が来

ます。秋にはもみじの谷間ですか、吊橋から見る谷間。私が思うのは、阿蘇野の黒岳とか男池と

か負けずに劣らない景色があります。あれ何キロぐらいあるんですかね、吊橋からあそこまで

５キロぐらいあるんですか。たったそれだけの区間で道路事情が非常に悪いということで、大型

バスが入りません。それで、この路線を２車線化していくには大分県土木の力をかりるだけでは

どうしても年数がかかってしまいます。田野庄内線は、私も８年間かかわってきたんですけど、

ほんとに地形が厳しくて、通常県道改良するのに１メーター当たり３０万円かかります。ここは

もう楽に７０万円から１００万円はかかる、メーター当たり。 

 市長とよくお話ししたことがあるんですけど、市長、阿蘇野に道路を端的に一番早く抜くには、

どこがどうやったらいいと思いますか。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 
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○市長（首藤 奉文君）  どこから抜くというと庄内からです。今、そういう中では、急峻な岩丘

を道路にするというのは非常に難しい状況があるという形で、話が出ているのは、岩下からトン

ネル抜いて野畑に出す方向とかいうことについても検討課題だというふうにしています。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤友信君。 

○議員（１３番 佐藤 友信君）  やはりあそこの自然を残して、トンネルで抜くのが私もベスト

じゃないかと思っています。岩下から野畑、または市長の家の下ぐらいまでトンネル掘ってでも、

トンネルはメーターの見積もりでも６００万円かかります。６００万円ですから、２キロとして

どのぐらいですか。やっぱりすごい金額です。恐らく５００億円か４００億円とか、多分そんな

莫大な数字になっていくと思います。たった何キロ区間。 

 そんな中で、由布市が１５％負担をしなきゃならないんです、トンネル掘ったらですね。その

１５％をって考えただけでも、もうトンネル掘るのをやめようやという話になるでしょう。だか

ら、もう国の力をかりるしか私はないと思ってます。今度は阿蘇野の期成会を予想して、この

５００号の誘致運動を少しずつ始めていきたいなと思っています。 

 サファリのところに５００号はずっと延びたんですけど、あそこもほんとにくねくね入り下っ

た道があったんですけど、５００号に昇格したことによって、橋はかかるわ、道路は物すごく直

線になっていくわ、きれいになっていきました。ほんとにあそこ、県道安心院別府線だったんで

す。それが５００号に上がっただけでほんとにすばらしい道路ができました。だから、やろうと

思えば夢じゃないと私は思うんです。皆さんがやっぱり努力していかないとこういう話はいつま

でたっても私はできないと思っています。やはり竹田、そしてまた九重、由布市を抜けて別府、

それからあのサファリ、それから中津までを巻き込んで、ほんとにこの観光道路というのを真剣

に考えていかないとこの道路はできないと私は思っています。 

 前も話したんですけど、やはり由布市だけなんですよね、２１０号１本しか走ってない市は。

ほんとに大分県の真ん中にありながら縦軸１本というんですか、横軸ですか。２１０号だから横

ですよね。縦軸がないんです。真ん中でなんで国道が１個しかないのか。これはやはりみんなが

声を出して動いて、５００号を持ってこい。無理に阿蘇野を通らなくてもいいですけど、ほんと

に観光道路としてこれを何とかしてやらないと、由布市はもうちょっとおくれるんかなと思って

います。皆さん、暇なときに大分県の地図をじっくり見ていただきたいと思います。国道がなぜ

由布市が１本なのかというのを真剣に考えてほしいと思います。 

 また、この運動をするようになったときには、議員さんみんなにもお手伝いしていただいて、

一緒に頑張って声を出していっていただきたいと思います。 

 最後に、畜産振興についてです。 

 今、これも大分県の話ですから、一般質問でする必要ないんじゃないかなというような話があ
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りました。でも、まず畜産のことを議員さんみんな、それから職員さんみんなにも知っていただ

きたいと思って、あえていたしました。 

 今、大分県には豊肥市場と玖珠市場があります。庄内と挾間は豊肥市場ですかね。湯布院は玖

珠市場に出荷をしていると思います。２カ所あることによって出荷頭数が少ない。前は１日かか

っていた競りも、今は２時、３時で終わるケースもあるということで、買い手がいなくなるとい

うんですか。だから、これを１カ所にすることによってお客さんが集まる。そしてまた安定した

価格が得られるということで、大分県はやっぱり１カ所にしなきゃならないんじゃないかなと思

っています。 

 豊肥市場には、鹿児島と宮崎ですか、買いつけに来ます。それから玖珠のほうは大体佐賀、福

岡ですか、あっちのほうが来ます。みんな買われていって、みんな佐賀牛とか宮崎牛とかなるん

ですけど、大分の豊後牛、ほんとにすばらしい牛が今たくさんできつつあります。すばらしい

スーパー種牛もできました。そういう中で、やはり豊後牛の名を上げるためには、市場を１カ所

にして、みんな全国から買いにこれるような、そういう市場をつくっていかないとだめじゃない

かなと思っております。大分県に声をかける気がありますか。市長、どうですか。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  現在、牛の頭数も大変減少してきつつあるということであります。そう

いうことで、市場を統一することは非常に大きなメリットがあると思っております。だから、い

ずれはそうなるんじゃないかな。その点については私もまた話を進めていきたいと。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤友信君。 

○議員（１３番 佐藤 友信君）  牛では、朝地とか玖珠ですね、有名な産地は。由布市も決して

劣っていないと思います。そういう中で、市長のほうから大分県のほうに働きをしていただくと、

また由布市の畜産農家も頑張れるんじゃないかなと思っていますので、これもよろしくお願いし

ます。 

 それから、しろやまの検査場、これ産建部長どうですか、ふたかけする気ないですか。 

○議長（工藤 安雄君）  産業建設部長。 

○産業建設部長（生野 重雄君）  多分、道路側のほうを言っていると思うんですけど、確かに駐

車スペースとしてはふたかけて埋め戻したとしても五、六台、六、七台のスペースで、駐車場は

今のスペースに、道路の脇に線を引いて、なおかつ交通整理員さんの方が立っているんで、その

点は大丈夫だと思うんですけど、議員がおっしゃっているのは、そこから牛がそこに落ち込むん

じゃないかという、それを危惧していると思います。その辺は、また御答弁の中にも書いており

ますけど、例えば東側みたいに植栽をするとか、そういう方向で、出品牛の安全性については何

らかの対応が必要かなと思っております。 
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 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤友信君。 

○議員（１３番 佐藤 友信君）  前回の品評会のときに、牛が放れて、Ｕ字溝の近くで落ちかか

ったという話を聞きました。これ、当初つくるときに、あそこ提子井路関係ですよね。これふた

をかけて、これ潰していいですかと言ったら、いいですよという話もあったんです。そのとき私

も産建委員でしたので、できたら広く使えるようにこれをしませんかという話はしたんですけど、

前工藤部長が絶対嫌ということでしませんでした。狭い土地の中で広く活用できるということで

すよね。ほんとはやってもらいたかったんですけど、今後計画があったらそういうのに取り組ん

でほしいと思います。 

 これで、私の一般質問は終わります。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（工藤 安雄君）  以上で、１３番、佐藤友信君の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（工藤 安雄君）  ここで暫時休憩いたします。再開は１５時１０分といたします。 

午後２時56分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時09分再開 

○議長（工藤 安雄君）  再開します。 

 次に、１６番、佐藤人已君の質問を許します。佐藤人已君。 

○議員（１６番 佐藤 人已君）  １６番、佐藤人已です。きょうは佐藤の姓が３人全部登場しま

した。一番最後で、また周りの天候のぐあいも、今湯布院は雪が降っているそうですので、そう

いうことを加味しながら、なるべく早く終わりたいと思いますので、どうか最後までよろしくお

願いします。 

 では、ただいま議長からお許しをいただきましたので、一般質問に入らさせていただきます。 

 まず１番目、庄内町の人口減を抑止するために若者の定住促進を図る。 

 由布市の人口は年々減っています。挾間町では増え、庄内町では激減しています。湯布院町で

は横ばいと考えたとき、庄内地域に何らかのカンフル剤を打たねばならないと思います。 

 平成２６年３月時点で８,３０２人で、年に平均しますと１３７人減少してきています。高齢

化社会を迎え、亡くなる人が１５０人ぐらい、生まれてくる人が３０人程度、どう考えてもアン

バランスになってきています。その原因は、農業を主とした地つきの人の高齢化が進み、若者は

住みやすい場所がなく、仕方なく、挾間、南大分方面に流れていっています。現実を考えますと、

何か手を打つ必要性があるのではないでしょうか。とにかく、私は格安の分譲地を市が積極的に

開発するか、今現在の公営住宅の家賃を下げ、若者に住んでもらうようにしたらいかがでしょう
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か。所得が低いのに家賃は高い。この辺に若者が住めない理由があるのではないでしょうか。 

 現在の庄内町の実態を考えますと、人口を増やせとは言いませんが、せめて人口減の抑止を図

ってもらえませんか。市長にお伺いします。 

 私たちは、自治委員の会長を含め、豊後高田市に視察研修に行ってきました。研修内容は、豊

後高田市長の強い意志による人口３万人構想を掲げた、つまり直接人口増に結びつく施策を展開

するというものでした。市有地を有効に活用して、２つの団地を合わせて８４区画になる定住促

進住宅地をつくっていました。庄内地域と同じ過疎債を使っていました。私は、市長がゴーサイ

ンを出せばできないことはないと考えています。庄内町にも市有地があります。市有地以外でも

市が関与することにより農振の除外をできるのではないでしょうか。 

 私たち庄内の議員全員の気持ちは一緒であります。自治委員さんを含め、党派を超えて真剣に

皆さんで考えています。市長の英断をお伺いします。 

 ２番目、農業に関する全ての部会に補助金を出したら。 

 農業に関する部会、例えばオクラ、ネギ、トマト、イチゴ等がありますが、たまたまネギの出

荷をしている作業所を訪問しました。生産者はいろいろな機械を使って作業をしていました。

１台１００万円ぐらいするものもありました。こうした生産者が年１回の総会を開き、今後の生

産の話し合いをしたりする場面に市長を招待していました。皆さんが和やかに話し合いをしたそ

うです。 

 以前は、部会に対して１万円から３万円ぐらいの助成金があったそうですが、今は１円もない

とお聞きしました。やる気になっている人たちがグループを結成し、部会運営をしている現状に

対して、少しの補助をするお気持ちがあるのかないのか、市長にお伺いをいたします。 

 なお、再質問は自席で行います。どうかよろしくお願いします。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  それでは、１６番、佐藤人已議員の御質問にお答えいたします。 

 初めに、庄内町の人口減を抑止するために若者の定住施策についての質問でございますが、前

回の９月定例会一般質問でもお答えをいたしたところでございますが、定住化促進に関する市の

施策につきましては、生活する上でのさまざまな住環境整備や小学校から高校までの学校環境整

備、子ども・子育て環境整備から空き家対策等、多岐にわたる施策を現在実施しております。 

 特に、若い世代が市内に移住・定住していただくための具体的な施策としては、子どもたちが

安全で安心して過ごせる居場所づくりや、子どもの医療費の助成を初めとする子ども・子育て環

境整備充実の施策を実施しているところであります。 

 議員御指摘の庄内地域を対象とする低価格な分譲地の開発を積極的にということでありますが、

市が直接的に、もしくは土地開発公社が民有地等を先行取得して分譲団地として開発販売等をす
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ることについては、合併前の旧挾間町、庄内町では土地開発公社の事業として行った実績がござ

います。しかしながら、合併後の市土地開発公社並びに市が直接民有地を取得して土地を分譲販

売するという手法の住宅化施策については、現在のところ考えてはおりません。 

 しかしながら、議員さんの思いに対しましては、私も十分理解をしております。住宅建設につ

きましては、いろいろな観点からいろんな考え方があることから、これから職員に指示をいたし

まして、そういう問題点について早急に検討させ、そして結論を出していきたいと思っております。 

 また、次に公営住宅の家賃を下げて若者に住んでもらうことはできないかとの質問であります

が、公営住宅は国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として、住宅に困窮する

方々に対して、低廉な家賃で供給をしている住宅であります。公営住宅の家賃については、公営

住宅法第１６条及び公営住宅法施行令第２条の規定によって定められているところであります。 

 次に、農業に関する全ての部会に補助金を出してはとの御質問でありますが、地域農業の推進

と農業所得の向上のために、由布市では営農市道の充実、各種事業の導入や実施といった支援を

生産者や生産者部会に行ってまいりました。御指摘のとおり、由布市では平成１７年度及び

１８年度の２年間、由布市農林業振興事業補助金として生産部会へ助成を行ってきたところであ

りますが、平成１９年度からは由布ブランド農業推進支援事業を創設して、生産部会を初め認定

農業者らに対して、種や苗などの優良品種導入や生産性向上のための機械や、資材購入に対する

補助事業を現在も実施しているところでございます。 

 また、同じく、生産部会への補助金として土壌診断奨励事業なども行っており、市といたしま

しても事業に関連する補助につきましては、引き続き効果的に実施していく所存でありますので、

現在のところ、各生産部会運営に関する補助金は考えていないところであります。 

 以上でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤人已君。 

○議員（１６番 佐藤 人已君）  では、再質問をさせていただきます。 

 庄内町の人口減を抑止するために若者の定住促進に関する、まず第１種農地を原則許可ができ

ないことは十分承知していますが、開発公社が入り分譲地をつくるのなら大々的に一等地を潰し

てでもやるべきと考えますが、いかがお考えかお聞きいたします。 

○議長（工藤 安雄君）  農政課長。 

○農政課長（伊藤 博通君）  農政課長です。お答えいたします。 

 第１種農用地を潰してでもという御質問になるわけですけれども、第１種農用地に関しまして

は、由布市におきましては御存じのとおり、由布市農業振興地域といたしまして色分けがされて

おるところでございます。そういうところを転用するに従いましては、農政審議会の御決議をい

ただきながら、県の意見をいただいているところでございますので、そこら辺につきましてはま
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だまだ慎重な御審議が必要かなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤人已君。 

○議員（１６番 佐藤 人已君）  それでは、開発公社のほうの勧誘はどうかということでお聞き

したいと思います。 

○議長（工藤 安雄君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（溝口 隆信君）  総合政策課長です。お答えいたします。 

 土地開発公社の事業としてということでございますけれども、冒頭、市長がお答えいたしまし

たように、土地開発公社の事業としては現在のところ分譲地を開発するようなことにはなってご

ざいません。 

 以上でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤人已君。 

○議員（１６番 佐藤 人已君）  それでは、事業としては考えてないということなのですが、そ

れをそのまま受けていたら何も始まらないと思います。開発公社が加入したら農振の除外はでき

るんでしょうか。 

○議長（工藤 安雄君）  農政課長。 

○農政課長（伊藤 博通君）  お答えいたします。 

 それぞれ農振を除外するための条件というものもございますが、そういうことに関しましては、

先ほども申し上げましたように、私ども由布市農政審議会でその計画性、それから実現性等々を

審議し、そして、最終的には県の意見をいただくという流れになっておりますので、ちょっとこ

の場では御答弁しかねるかと存じます。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤人已君。 

○議員（１６番 佐藤 人已君）  とにかく人口を抑止するために、分譲地の開発を、ぜひともし

ていただきたいと思っているんですけれども、例えば庄内庁舎の近くにも一等地があります。学

校も近い場所でございますけれども、そういう場所での開発行為をできればお願いをしたいんで

す。そうしたことによって、柿原１区の人たちも住宅がどんどん増えていますし、そのそばにま

た住宅がどんどん開発できれば、住宅ができる可能性が大いにあります。 

 それと、１つは、湯布院の自衛隊、それから別府の自衛隊の人の話を聞いてみますと、緊急時

に３０分以内に集合しなくてはいけないことがあるそうです。そうしたときに、庄内に住宅を構

えたらちょうどいいコースになるという話も聞きました。だから、全然分譲して売れないという

ことはないと思います。そういうことを踏まえまして再度お聞きします。いいですか。 
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○議長（工藤 安雄君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（溝口 隆信君）  前回の佐藤郁夫議員さんの御質問にも市長御回答されたと思い

ますけれども、これから検討していくということだったお答えだったと思いますけれども、その

意味は、要は住宅政策をどのように市として考えるかということは、第２次総合計画の中で当然

議論が必要であります。ハード面の整備も当然必要ですし、ハード面以外の住宅政策、いわゆる

住環境整備も含めたところで住環境の整備をどこにどういうふうに打っていくのか、それらの方

向性を当然出さないことには庄内地域にその住宅政策が必要なのか、あるいは挾間地域にもっと

必要なのかということがわからないわけでございまして、それを第２次総合計画の中で、住民合

意を含めながら、意見を踏まえながら、これから議論をして、政策の方向性を定めていくような

ことになろうかと思いますので、その辺の中で議論はしていきたいというふうに考えてございま

す。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤人已君。 

○議員（１６番 佐藤 人已君）  考えてくれるということでありますけれども、由布市全体で考

えるのは当然だと思いますけれども、特にその中で庄内町が人口がもうどんどん減ってきている

のは現実なんです。それじゃ、もうこのままほっておくと、挾間は膨大に人口がふえて、湯布院

がある程度増えるかマイナスかの横ばいぐらいになって、そして庄内町はほんとに今８,０００ぐ

らいの人口が５,０００にもなるような、そしてそこに本庁舎を構えるんですよ。だから、本庁

舎を構えたら本庁舎の周りに開発行為をしても、私は将来、税のことを考えても、固定資産税と

かいろんなことを考えても、十分いいんじゃないでしょうかということを言いたいんです。 

 そういうことで、副市長。副市長、ちょっと暇んごとある。 

○議長（工藤 安雄君）  副市長。 

○副市長（島津 義信君）  副市長です。ちょっと考え事をしていましたので、暇なわけじゃござ

いませんけど、基本的に住宅政策に関しては、今総合政策課長が申したとおりでございます。一

番問題なのは、ほんとにこれがカンフル剤として人口増加につながるかということに、この場で

即答できるほど私も自信がございません。住宅を建てたから必ず人口が増えるということであれ

ば、今これだけ社会減がどの自治体でも進んでいるわけですから、どこでも建てれば増えている

かというと、実態はそうじゃないというふうに思っていますし、その辺は、背景に──きょう豊

後高田の話が出ましたけど、やはり企業進出して住宅を必要とされる方がこの程度いらっしゃる

とかいう、そういった背景も含めた上で取り組まれていることと、まず住宅を建てて、それから

先に、建てたから呼び込もうということで増えるかということに対して、なかなかそれで解決す

るというふうには単純に思っておりませんので、その辺も含めた上で十分検証をしたいというこ

とでございます。 
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○議長（工藤 安雄君）  佐藤人已君。 

○議員（１６番 佐藤 人已君）  人口のことで言いますと、やっぱり庄内が激減することは、地

元議員としましても寂しい思いがしているわけでございます。また、そんなことをよその町の議

員から指摘されて、何か頭の中が真っ白になったことがありますので。 

 庄内地域にも両親が住んでいます。そして、その子どもさんがある程度の年になって結婚して、

住むところがないから挾間、また各方面に出てきて住んでいる状態です。そのことでも、住宅が

あれば歯どめがかかるんじゃないかと思いますけど、再度お願いします。 

○議長（工藤 安雄君）  副市長。 

○副市長（島津 義信君）  現在のドリームタウンですか。若者向けといいますか、一般の公営住

宅ではない形で建てられたというふうにお聞きをしておりますけど、そういったところにおいて

も、あきが出ているような状況ということも報告を受けております。 

 また、ちょっと失礼な言い方になるかと思うんですけど、例えば、親がここに家を建ててやる

けんここにおっちょけと、住宅に関していうとですよ。それでも外に出られていくというような

お話もお伺いしておりますので、そういうことを考えたときに、単純に箱だけを建てればそれで

解決するかということに関しては、やはり慎重な議論をしないと、多くの巨額の予算を必要とし

ますので。そこについてはここでこうすれば解決、建てられますとか、そういった御返事という

のはなかなかできないんで、どうしても慎重に検討するとしか言いようがございませんので、御

理解いただきたいと思います。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤人已君。 

○議員（１６番 佐藤 人已君）  先ほど、子どもさんが住むか住まないか、また、住宅を構えて

も外に行く。便利なほうに向かっていくという言葉がありましたけれども、それはそういう人も

いますけれども、全てがそういう人ではないと思います。 

 やっぱり私の知っている人は、ほんとは庄内に住みたい。だけど住むところがないやん。そう

いうことを聞いていますし、また、自衛隊のＯＢさん、また自衛隊員からも、住むところが庄内

にないと、そういう言葉を聞いています。だから、そういった面から考えても、やっぱり大きな

カンフル剤を打たんことには絶対に人口は増えませんし、もう減るばっかりです。庄内は潰れて

しまいます。はっきり言いますと。 

 だから、そういう、市長が地元出身であって、地元が潰れていくのはやっぱり見ても耐えがた

いんじゃないかと思いますし、その辺のところを考慮いたしまして、何とか前向きな御返事をよ

ろしくお願いいたします。市長、いいですか。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  先ほど、論点になっています果たして住宅を建設したらほんとに人口が
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増えるのかと、（「増える、増えます」と呼ぶ者あり）そういうことを今考えているわけであり

ます。例えば、２世帯が一緒に住んでいた人がこちらに移って、そんなら人口が増えたかという

と、そうはならない。ただ、その地域のにぎわいはできるかもしれない。よそに住んでいる方が

分譲住宅ができたからここに土地を買って家を建てようとか、そういう方がどんどん増えてくれ

れば一番ありがたいんですが、そういうことも含めて、もう少し研究していかないといけない。 

 職員に直接指示をして、そしてそういう状況がほんとに可能なのかということについて指示を

したところであります。だから、早急に関連課でその調査をして、果たしてほんとにできるのか

と。我が家も、土地と家を建ててやるけど残れと言ったけれども、逃げられたという状況もあり

ます。そういうこともあって、現実問題としてほんとに、気持ちはもう一緒なんです。全く一緒

で、私もそういう寂しい思いをしている一人でありますけれども、それだけの当然の予算を使い

込んで、そしてなおかつそれが完成しないという──完成じゃなくて、初期の目的が達成できな

いような状況のときには、かなり厳しいと思います。そういうことも含めて、早急に職員に検討

させて、果たしてどうあるべきかということをまた結果も報告したいと思います。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤人已君。 

○議員（１６番 佐藤 人已君）  では、十分にお願いをしておきます。 

 では、次に農業に関する部会の補助金をという問題につきまして、助成金が１７年、１８年度

まではあったけれども、その後は廃止したということですけれども、本当に、以前は補助金

を──助成金になるかもしれませんけれども、それを出していたときに総会に市長は出席してい

ましたね、たしか。 

○議長（工藤 安雄君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  生産者部会の総会には必ず御招待があって、そして参加しておりました。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤人已君。 

○議員（１６番 佐藤 人已君）  今、招待がないのは補助金を切ったからで、招待がありません

ので、そのことは十分承知しておいていただきたいと思います。 

 部会として、市長が出席しよったころは懇親会を含めていろんな話が出ておったと思います。

そしてまた、市長が知らないことも意見で言われたり、随分と楽しい会であったんではなかろう

かなというふうに推測するところでありますけれども、今後、どうしても１円も出すつもりはあ

りませんか。 

○議長（工藤 安雄君）  農政課長。 

○農政課長（伊藤 博通君）  農政課長です。お答えいたします。 

 部会に対する、先ほど市長のほうからも御答弁の中にありましたように、部会に対するその部

会の活動補助といたしましては今後は考えておりません。しかし、そういった部会が事業を行う
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上での事業補助につきましては、現在も事業補助として補助金を交付しているところでございま

すし、今後におきましても補助事業を補助金として交付をするというふうに考えているところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤人已君。 

○議員（１６番 佐藤 人已君）  それじゃ、部会が使用する、ネギでいったら皮むき機ですね。

それとかコンプレッサーあたりの機械を買ったときに、早い話が、補助金は１円もないんですか。 

○議長（工藤 安雄君）  農政課長。 

○農政課長（伊藤 博通君）  お答えいたします。 

 ただいまの御質問に関しましては、もうそういった生産部会が部会としてそういった生産者の

直接所得並びに事業に関連する事業というふうに私ども理解と判断をいたします。それで、そう

いった機械等々が必要とあらば、県の大分中部振興局とも協議をいたしまして、県の補助事業が

ないか調査研究をさせていただき、そして、あれば県と市と、そして事業補助というふうな流れ

の中でこれまでもやってまいりましたし、今後におきましてもそういうものにつきましては実施

をしていきたいというふうに考えております。 

 あと、それと不足でございますが、そういった機械・器具の購入に対する補助事業、それから

あとそういった生産者の栽培指導といいますか、私どものほうにも営農指導員が２名おります。

その２名の指導員がフルタイムでただいま皆様方生産者のもとを回りながら、そうした部会に関

連する作物等々の栽培指導、土づくり指導、そうしたものに今携わっておりますので、そういっ

た方面からも、ただ補助金を差し上げるというのとは別に、そういった側面から私どもも今積極

的に支援をさせていただいているというふうに御理解をしていただければ幸いでございます。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤人已君。 

○議員（１６番 佐藤 人已君）  支援するのは当たり前だというふうに考えます。それでも、そ

ういう生産者が総会あたりで全員が集まった席でいろんな意見が、また市長を囲んで、また市長

が出席できないのならば副市長、部長あたりが行って、それでいろんな話を交わす、そのことが

一番大事じゃないでしょうか。だから、そこに１万円の補助金を出しても、部会は１,０００も

２,０００もあるわけじゃありません。だから、それを考えたときに、わずかな金額でクリアす

るんじゃなかろうかなというふうに思いますけれども、再度答弁のほどよろしくお願いします。 

○議長（工藤 安雄君）  農政課長。 

○農政課長（伊藤 博通君）  お答えいたします。 

 ただいま各部会からの御案内状に基づいてのお話になりますけれども、各部会の総会、それか
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ら各会議等につきまして、市長宛てに御案内状を私ども担当部局のほうにいただくことがござい

ます。私どもといたしましては、市長のスケジュールを見まして、そして出席が可能であれば市

長のほうに御出席をお願いしているところでございます。市長のスケジュールが合わずに出席が

できない場合には私ども担当部局のほうで、役不足ではございますが、出席のほうをさせていた

だき、そしてそれぞれ生産者の方々との御意見を交わさせていただいたり意見を拝聴したりさせ

ていただいているところでございます。 

 以上です。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤人已君。 

○議員（１６番 佐藤 人已君）  招待状が来ない部会も多くあると思いますけれども、案内があ

るなしにかかわらず、まず補助金を最低でも５,０００円でも１万円でも、気持ちです。だから、

気持ちを出して、気持ちを酌んで帰る、そういうことが私は市長、副市長、部課長あたりの一番

大事なことだと思いますけれども、再度答弁をお願いします。 

○議長（工藤 安雄君）  副市長。 

○副市長（島津 義信君）  補助金がないから呼ぶとか呼ばないとか、そういった類いの話ではな

いというふうに思っておりますし、可能な限りお邪魔もしたいというふうに思っています。 

 ただ、この運営にかかわる補助金につきましては、これは現在第２次が進行中ですけど、行革

大綱の中でこういったものに関しては削減をしようということでやってきておりますので、確か

におっしゃるように金額的にはそんなに大きいものではないと思いますし、そのことによって活

動が活発になるんであれば、その効果はあると思います。私たちも、できるものなら一律にとい

うことではなくて、活動実態がしっかりしているものについてはそういった運営に関しても、で

きるものならば出したいという意向はあるんですけど、そういった行革大綱との関係とか、農業

の生産部会ではなくて、さまざまな補助金の交付団体がございますので、そういったところも含

めて、一度もう１０年を経過するわけですから、行革大綱も第２次をもう終えようとして、第

３次の策定にもかかっておりますので、その辺の中でも十分意見の収集をして、検討してまいり

たいというふうに思います。 

○議長（工藤 安雄君）  佐藤人已君。 

○議員（１６番 佐藤 人已君）  それでは、よろしくお願いをしておきます。 

 ちょっと早いんですけど、私の予定時間が来ましたので、これで一般質問を終わります。 

○議長（工藤 安雄君）  以上で、１６番、佐藤人已君の一般質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（工藤 安雄君）  これで、本日の日程は全て終了いたしました。 

 次回の本会議は、１２月８日、午前１０時より、引き続き一般質問を行います。 
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 本日は、これにて散会いたします。御苦労さまでした。 

午後３時45分散会 

────────────────────────────── 

 


